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公益財団法人日本スポーツ協会

会長

遠藤 利明

　生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2026 は、栃木県宇都宮市において、全国
から 438 名の参加者を得て、成功裏に終了いたしました。
　本会議は、全体テーマを「スポーツがもたらす新たな価値の発見」とし、東京
オリ・パラ大会のスポーツ・レガシーの継承・発展に資する重点施策を踏まえ、
全体会では第 4 期スポーツ基本計画に向けて期待される取組について、分科会
では共生社会の実現、多様な主体によるスポーツ参画の促進、地方創生・まちづ
くりなどについて協議を行いました。
　昨年 11 月に開催された東京 2025 デフリンピックで活躍された松元選手、亀
澤選手に分科会の講師としてご登壇いただきました。
　参加者の皆様におかれましては、スポーツ・レガシーの継承・発展を意識した
今後のスポーツ推進方策について議論を深め、それぞれのお立場から多くの示唆
や現場で活用できる有益な情報を得られたものと確信しております。
　今後、その知見を日常の活動に活かし、地域スポーツの重要な担い手として一
層ご活躍されますことを心から祈念申し上げます。
　結びに、本会議の開催にご尽力いただきましたスポーツ庁をはじめ、栃木県お
よび関係機関、本会議の趣旨にご理解・ご支援を賜りました企業・団体の皆様方
に、深甚なる感謝の意を表します。
　本報告書が、生涯スポーツの推進に資する貴重な資料として広く活用されるこ
とを切に期待し、発刊に寄せるご挨拶といたします。
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　期日

令和8年2月10日（火）

　会場

〈会議〉

栃木県総合文化センター

〒320-8530　栃木県宇都宮市本町1-8

TEL　028-643-1000

〈情報交換会〉

宇都宮東武ホテルグランデ

〒320-0033

栃木県宇都宮市本町5-12

TEL　028-627-1111

　参加者

地方公共団体関係者

スポーツ・レクリエーション団体関係者

各種産業界関係者

学識経験者

その他関心のある方

　主催

スポーツ庁

生涯スポーツ・体力つくり全国会議実行委員会

　公益財団法人日本スポーツ協会

　公益財団法人日本レクリエーション協会

　公益財団法人日本スポーツ施設協会

　公益財団法人スポーツ安全協会

　公益社団法人全国スポーツ推進委員連合

　公益社団法人日本スポーツ・健康産業推進協会

　公益財団法人日本パラスポーツ協会

　公益財団法人健康・体力づくり事業財団

　栃木県

　後援

体力つくり国民会議

厚生労働省

経済産業省

10:00 ～ 10:35	　オープニング・表彰式

10:40 ～ 12:00	　全体会

テーマ：次期スポーツ基本計画に向けた期待
ファシリテーター : 渡邉 一利（公益財団法人笹川スポーツ財団理事長）

　　　スピーカー：河合 純一（スポーツ庁長官）

　　　　　　　　　延與 桂（公益社団法人東京都障害者スポーツ協会会長）

　　　　　　　　　大塚 眞一郎（公益社団法人トライアスロンジャパン専務理事、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワールドトライアスロン副会長）

　　　　　　　　　友添 秀則（環太平洋大学大学院教授）

12:00 ～ 13:30	 　休憩

13:30 ～ 15:00	 　分科会（第 1 部）

■第 1 分科会
　　　　　テーマ：「ガバナンスコードから考える女性が活躍できる
　　　　　　　　 環境づくりについて」～役員登用の課題に着目して～
コーディネーター：松永 敬子 氏（龍谷大学経営学部教授）

　　　パネリスト：松田 基子 氏（大阪体育大学スポーツ科学部教授）

　　　　　　　　　　　小林 久美 氏（小林公認会計士事務所代表、Tokyo Athletes Office 株式会社代表取締役）

■第 2 分科会
　　　　　テーマ：「再認識される『スポーツの価値』の実現を目指した
　　　　  　　　 スポーツ関係者の連携と協働」
コーディネーター：藤井 和彦 氏（白鴎大学教育学部教授）

　　　パネリスト：関根 正敏 氏（中央大学商学部准教授）

　　　　　　　  森島 武芳 氏（栃木県矢板市市長）

15:00 ～ 15:30	 　休憩

15:30 ～ 17:00 　分科会（第 2 部）

■第 3 分科会
　　　　　テーマ：「健康寿命延伸を目指した地域における健康づくり・
　　　　　　　　 介護予防の試み」
コーディネーター：川西 正志 氏（北翔大学特任教授、鹿屋体育大学名誉教授）

　　　パネリスト：小谷 真澄 氏（NPO 法人福光スポーツクラブ）

　　　　　　　  武市 光徳 氏（NPO 法人まほろばクラブ南国理事長）

　　　　　　　  中込 里子 氏（神奈川県葉山町福祉課課長補佐）

■第 4 分科会
　　　　　テーマ：「スポーツがもたらす可能性について」
　　　　　　　　　  ～デフアスリートからみたスポーツの価値を考える～
コーディネーター：中島 幸則 氏（筑波技術大学教授）

　　　パネリスト：松元 卓巳 氏（デフサッカー選手／東京 2025 デフリンピック日本代表）
　　　　　　　  亀澤 理穂 氏（デフ卓球選手／東京 2025 デフリンピック日本代表）

17:30 ～ 19:00	 　情報交換会

9:30 ～ 17:30 　展示

生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2026
―― 人・スポーツ・未来 ――

　全体テーマ　スポーツがもたらす新たな価値の発見

プログラム

開会挨拶

 スポーツ庁長官

河合 純一

　「生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2026」を開
催するに当たり、主催者を代表しまして、挨拶を申し
上げます。
　本日御参加の皆様方におかれましては、日頃より我
が国のスポーツ振興の担い手として、多大なる御尽力
を頂いていますことに、厚く御礼申し上げます。
　スポーツ庁では、第３期スポーツ基本計画に基づき、
多くの人々が「楽しさ」や「喜び」、スポーツを通じ
た心身の健康増進等といったスポーツの価値を享受で
きる社会の構築を目指し、様々な施策を推進しており
ます。
　また、昨年６月には、平成 23 年の法制定以来 14
年ぶりとなるスポーツ基本法の基本理念等にかかわる
大改正が行われました。これは、アジア初開催となっ
たラグビーワールドカップ 2019 日本大会、コロナ禍
で１年の延期を経て開催された東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会などにより、スポーツの
力で日本中が大きな盛り上がりを見せた一方で、時代
の変遷に伴うスポーツを取り巻く社会環境の変化、ス
ポーツの価値や社会的役割の重要性の高まりを受け、
スポーツを通じた社会課題の解決への期待に応えると
ともに、国民や社会全体のウェルビーイングの向上を
図る観点から必要な改正が行われたものです。
　こうした中、国、地方公共団体、スポーツ団体、民

間企業、医療関係団体等の連携によるこれまでの取組
については一定の役割を果たしてきたとの評価もいた
だいているところですが、社会が刻々と変化していく
中で、新たな時代にふさわしいスポーツ政策の在り方
の検討が必要となってきております。
　そこで、今回の会議では「スポーツがもたらす新た
な価値の発見」を全体テーマとし、全体会では、スポー
ツ基本計画部会委員と共に第４期スポーツ基本計画に
向けて期待される取組について話し合います。その後、
分科会では、「健康寿命延伸を目指した地域における
健康づくり・介護予防の試み」をはじめとするテーマ
に基づき様々な分野の御専門の先生方から御教授いた
だきます。
　御参加の皆様方におかれましては、情報や意見の交
換を積極的に行っていただき、得られた成果をそれぞ
れの現場において生かしていただきたいと存じます。
また、「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的
な生活」を営むことができる社会の実現に向けて、地
域において中心的な役割を担っていただくことを期待
しています。
　結びに、本会議の開催に御尽力いただきました栃木
県及び御支援いただきました公益財団法人ミズノス
ポーツ振興財団をはじめ、協賛団体・協賛企業の皆様
の御協力に心から感謝申し上げ、挨拶といたします。
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全体会

皆様の御意見をうかがいながら策定作
業を進めていただいています。
　これまでの基本計画の中には、例え
ば「成人の週 1 回 30 分以上のスポー
ツ実施率」といった数値目標が掲げら
れていました。これを達成する事自体
はもちろん大切です。しかし、改正ス
ポーツ基本法においてウェルビーイン
グの向上が謳われている以上、国民の
皆様が幸福感や充実感を得ながら取り
組んでいけるような活動こそが最も重
要なポイントであり、その観点から目
標のあり方を考えなおす必要があると
考えています。
　もう一つの課題として、期を重ねる
ごとに基本計画の分量が増えているた
め、全てを読んで理解していただくの
が難しくなっている事が挙げられま
す。
　健康長寿社会や少子化、人口減少と
いった様々な社会課題がある中、ス
ポーツによってこれらを解決するとい
うよりも、そうした社会の中で、どう
すればスポーツを通じて人々がつなが
りを持ち、より健康で豊かな人生を

かけをいただけたと考えています。
　昨年 6 月、スポーツ基本法が改正
され、9 月から施行されています。改
正の大きなポイントとして、スポーツ
を通じた地域振興や共生社会の実現が
掲げられた事が挙げられます。障害の
有無や人種、性別、年齢等を超えて、
スポーツの機会をしっかり確保してい
く事も明記されています。心身共に豊
かな生活を国民の皆様に送っていただ
く上で、スポーツがどのように貢献で
きるかが大きなテーマです。
　スポーツ基本法の理念を具体化する
スポーツ基本計画は、5 か年計画の下
で進められており、今年度で第 3 期の
4 年目が終わろうとしています。現在
は、スポーツ基本法の改正を踏まえ、
令和 9 年度から始まる第 4 期スポーツ
基本計画を策定しているところです。
昨年は、第 3 期スポーツ基本計画の中
間評価をしていただきました。11 月、
12 月にかけては、この会議の主催団
体の方々にもヒアリングをさせていた
だきました。やはり国民のためになる
基本計画にする必要がありますから、

渡邉　本日登壇した 5 名は、第４期
スポーツ基本計画の策定に関し、日頃
から議論を交わしているメンバーで
す。まずは河合長官から、簡単な自己
紹介と、現在の進捗状況について、お
話しいただきたいと思います。
河合　私は、静岡県の出身で、生まれ
つき右目の視力が 0.1 ほどで、左目が
見えませんでした。5 歳から水泳を始
め、公立の小学校、中学校に通ってい
ましたが、15 歳の時に右目の視力を
失い、全盲になりました。筑波大学附
属盲学校へ進学した後も水泳を続け、
17 歳でバルセロナパラリンピックの
水泳競技に出場しました。ここでは金
メダルを獲得できませんでしたが、そ
の後、アトランタ、シドニー、アテネ、
北京、ロンドンと 6 度のパラリンピッ
クに出場し、金 5 つを含む合計 21 個
のメダルを獲得する事ができました。
そうした競技成績に加え、国内でパラ
リンピアンの選手会を立ち上げた等の
背景から、2016 年にはパラリンピッ
クの殿堂入りをして表彰いただきまし
た。
　大学卒業後には地元の中学校で社会
科の教師を務め、水泳部活動の指導を
していた時期があります。その他、大
学院では研究を行い、教育現場への復
帰後には教育委員会指導主事として、
地方教育行政の一端を担う経験もさせ
ていただきました。その後、独立行政
法人日本スポーツ振興センター、国立
スポーツ科学センターで研究員として
活動し、日本パラリンピック委員会委
員長、日本パラスポーツ協会常務理事
を経て、昨年 10 月にスポーツ庁長官
に就任しました。偶然ではありますが、
中学校部活動や競技団体、総括団体、
さらには研究員など、様々な役割を経
験する中で、社会からスポーツがどの
ように求められているかを考えるきっ

公益財団法人
笹川スポーツ財団理事長

スポーツ庁長官 公益社団法人東京都
障害者スポーツ協会会長

公益社団法人トライアス
ロンジャパン専務理事、
ワールドトライアスロン
副会長

環太平洋大学大学院教授

次期スポーツ基本計画に
向けた期待

全体会

ファシリテーター兼スピーカー

渡邉 一利
スピーカー

河合 純一 延與 桂 大塚 眞一郎 友添 秀則

スピーカー発表
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全体会

　次期スポーツ基本計画へ向けた期待
という点に関しては様々なテーマがあ
りますが、私からは、あえてスポーツ
産業、スポーツ経済、すなわち「稼ぐ」
という面にスポットライトを当ててお
話しします。
　第 3 期スポーツ基本計画から改正
スポーツ基本法の施行を経て、中央競
技団体には、従来持つスポーツの力や
競技力向上に加え、実現可能性のある
スポーツによる経済発展にも指標を置
くことが新たな施策として求められて
います。すなわち、アスリートを育成
したり、地域へ競技を普及させるだけ
でなく、新たにスポーツによって経済
を活性化させ、これによって社会課題を
解決させるというところに一歩踏み出す
時代がやってきた、ということです。
　これまで「スポーツの力」とは、社
会課題を解決する事でスポーツの価値
が向上する、という意味合いにとど
まっていました。しかし、これから
は「スポーツの価値を向上させること
で経済の発展につなげる」というとこ
ろまで考える必要があると思います。
その裏付けとして、改正スポーツ基本
法において、スポーツは社会そのもの

て大塚さんに御発表をお願いいたしま
す。大塚さんは、国内だけでなく、ワー
ルドトライアスロンの副会長も務めて
いらっしゃるので、グローバルな視点
からお話を頂きたいと思います。
大塚　私は、トライアスロン競技の日
本への導入から関わり、世界において
はトライアスロンをオリンピックでの
実施競技にするためのロビー活動に携
わってきました。私自身は野球をやっ
ていましたが、野球をやめてからトラ
イアスロンという競技と出会う機会に
恵まれ、故長嶋茂雄さんや IOC 委員
の猪谷千春さんといった方々に御支援
いただき、国民スポーツ大会やオリン
ピックの実施種目に採用していただく
ことができました。
　私のトライアスロン普及に関する基
本的な姿勢は、ビジネス、仕事として
関わるところから始まりました。です
ので、スポーツ基本法が改正され、ス
ポーツによって稼ぐという条文が加
わったことで、ようやくマッチングの
時代がやってきたと感じているところ
です。第 2 期、第 3 期のスポーツ基
本計画には、スポーツ庁の参与として
策定に関わらせていただきました。

キーを見た時には「あんな事ができる
のか」と驚かされました。特に東京
2020 オリンピック・パラリンピック
の開催が決まった 2013 年からの 10
年間で、パラスポーツを巡る環境は飛
躍的に向上しました。そうした積み重
ねがあったからこそ、東京デフリンピッ
クの成功があったのだと思います。
　本日のテーマは「スポーツ振興基本
計画」ですが、元は障害者スポーツは
厚生労働省の所管であり、振興計画は
別個に作られていました。2015 年に
スポーツ庁が設立されたことで計画が
一本化され、スポーツ行政や教育分野
において、パラスポーツが重要なテー
マの一つとして扱われるようになりま
した。民間企業においても、パラアス
リートの雇用が進んでおり、今回活躍
した選手の中にも、アスリート雇用に
よって競技に専念できるようになった
選手が数多く見られました。東京デフ
リンピックの全体予算 130 億円のう
ち、10 億円は民間企業からの寄付に
よるものです。お金だけでなく、社員
がボランティアに参加したり、所属選
手の応援に駆けつけるといった様々な
形のサポートが広がりつつあります。
　「東京 2025 デフリンピック」は、
非常に良い大会でしたが、ここで終
わってはいけないと思います。今年 3
月にはミラノ・コルティナパラリン
ピック、そして秋には愛知・名古屋で
アジアパラ競技大会が開催されます。
今後も計画的にパラスポーツの国際大
会を日本で開催し、盛り上げていくこ
とが非常に重要です。一般の障害者、
特に障害のある子供や、事故や病気で
重度障害になった方が、トップアス
リートが活躍する姿を見て勇気づけら
れ、いろいろな事に挑戦して豊かな人
生を送れる社会の基盤を作る事が、私
が次期スポーツ基本計画に期待すると
ころです。
渡邉　ありがとうございました。続い

員札止めで、大成功の大会だったと思
います。日本代表選手たちも大活躍を
見せ、史上最多となる 51 個のメダル
を獲得しました。
　大会中、私が最も衝撃を受けたの
は、観客席の光景です。日本中からデ
フコミュニティーの方々が集まったの
はもちろんのこと、そこに手話ができ
ない一般観客が加わり、手話をアレン
ジしたサインエールで一緒に応援して
大盛り上がりを見せました。競泳会場
では、臨席された秋篠宮様御夫妻もサ
インエールを送ってくださり、非常に
感動しました。人と人とをここまで結
びつけられる、また手話を全く知らな
い人が応援を通じて障害について学ぶ
ことができる、これはスポーツだから
こそできた事だと思います。
　デフリンピックに関する認知度調査
を東京都が行ったところ、2021 年の
時点では 10％でしたが、大会前年の
2024 年では 39％、そして大会直後
の 2025 年末では 73.1％に上昇しま
した。（公財）日本財団パラスポーツ
サポートセンターが 2025 年夏に行っ
た全国調査では 38％でしたが、おそ
らく今はもっと上がっていると思われ
ます。こうした数字の他にも、メダリ
ストが各地で表彰を受けたり、学校を
訪問したり、地元メディアに紹介され
ていました。今までは、大会でどんな
にメダルを獲得しても、誰にも気が付
いてもらえなかったのですが、今回は
日本中でお祝いしてくださったのが、
本当に良かったと思います。
　こうした成果は、一朝一夕にはでき
ませんでした。障害者スポーツの歴史
を振り返ると、1964 年の東京オリン
ピックの後に、日本で初めてのパラリ
ンピックが開催され、翌年から全国障
害者スポーツ大会が毎年開かれるよう
になりました。その後、1998 年には
長野オリンピック・パラリンピックが
開催されました。テレビでチェアス

リートの姿やそれを支える競技団体や
関係者の方々の献身ぶりに感動し、こ
の大会を是非日本、東京でも実現した
いと思うようになりました。
　以降は東京のスポーツ行政、特に障
害者スポーツに関わってまいりまし
た。東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピックが終わり、東京都を退職して
から、東京都障害者スポーツ協会の会
長に就任しました。会長職ではありま
すが、パラスポーツへの応援や参加は
私にとって一番の趣味のようなもので
す。全国障害者スポーツ大会には団長
として毎年参加させていただいていま
す。一昨年のパリパラリンピックでは、
現地ボランティアとして活動してきま
した。
　昨年、初めて日本で「東京 2025 デ
フリンピック」が開催されました。世
界 79 の国と地域から約 2,800 人の選
手が参加し、来場者は想定の 10 万人
を大きく上回る 28 万人を記録しまし
た。文化交流拠点であるデフリンピッ
クスクエアへの来場者約 5 万人を加
えると、当初想定の 3 倍を超える関
心が寄せられました。バレーボールや
バスケットボール、柔道などは連日満

送っていただけるかという視点を持ち
ながら、次期 5 年間ででき得る事を
考えつつ、議論を深めていただきたい
と考えております。
渡邉　ありがとうございました。河合
長官から御紹介いただいたとおり、第
4 期スポーツ基本計画の策定にあたっ
ては、スポーツの価値と社会課題をど
のように対応させる形で作り上げてい
くかという視点から、議論を進めてい
るところです。
　続いて延與さん、自己紹介と、この
論点に関する持論を御披露ください。
延與　私は、子供の頃からスポーツが
大嫌いでした。足が遅い、跳び箱が跳
べない、逆上がりができないと、小学
校の体育の時間は地獄のような気持ち
で過ごしていました。都庁で勤務する
ようになり、スポーツとは全く縁のな
い分野で仕事をしていましたが、東京
2020 オリンピック・パラリンピック
を招致する担当へ異動になりました。
個人的にはとても嫌々だったのです
が、2012 年にロンドンパラリンピッ
クを現地で観て衝撃を受けました。競
技レベルの高さはもちろんのこと、障
害をものともせずチャレンジするアス
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スポーツ政策へシフトしている事が分
かります。EU は、スポーツの価値と
インテグリティの擁護、スポーツの社
会・経済的価値の強化、スポーツ参加
の拡大と健康増進を謳っており、イギ
リスも同様に、国民の健康格差や地域
格差、スポーツ参加の促進に焦点を当
てています。
　次期スポーツ基本計画についても、
スポーツ振興に加えて、社会課題の解
決という方向性を示す必要があると思
います。不易流行で例えると、スポー
ツ基本法が「不易」にあたり、スポー
ツ基本計画が「流行」にあたるイメー
ジです。国民に身近なスポーツのプラ
ンであるべきですので、分かりやすい
言葉あるいは内容で掲げるべきであ
り、また国民のスポーツライフに密着
したバランスの良い計画になるべきだ
と思います。そして、何よりも実現可
能性を重視し、達成できない目標は設
定しないという方針が必要です。
　スポーツの価値論から第 3 期スポー
ツ基本計画を見ると、本質的価値や健
康的価値、社会的価値、教育的価値
等、8 つのスポーツの価値に着目し、
それぞれが社会的課題とパラレルな関

公共スポーツ施設の老朽化が非常に進
んでいます。2023 年の時点で、建築
後 50 年を超える施設の割合は 40％
を超えており、2033 年には約 60％
との推計もあります。これからの日本
が衰退社会へ向かうのか、それとも成
熟社会へ進むのか、今まさに分水嶺に
立っていると思います。近年、人口減
少や財政難があったとしても、ウェル
ビーイングを高めるために社会や都市
を効率的に集約させる「スマートシュ
リンク（Smart Shrink）」という戦略
が言われるようになっています。ス
ポーツにおいても、多方面からスマー
トシュリンク戦略を考えていく必要が
あると考えています。と同時に、スポー
ツは、これからの日本を成熟社会へ変
える大きな武器となる可能性を秘めて
いると思います。
　では、次期スポーツ基本計画への期
待を込めて、幾つか御提案します。
　昨年 9 月に施行された改正スポー
ツ基本法は、スポーツの振興からス
ポーツによる社会課題の解決へと舵を
切った、国内で初めての法律であると
思います。スポーツ先進国のスポーツ
行政計画を見ると、社会課題解決型の

約 100 億円で契約されました。一方、
宮城県湊浜緑地のネーミングライツ料
は年間約 10 万円となっており、地域
のネーミングライツを今後どのように
盛り上げていくかが課題となります。
その他、チームスポンサーやイベント
スポンサー、個人スポンサー、各種助
成金等が国内のスポーツマーケットの
中に持ち込まれています。これらを発
展させていく事を第 4 期スポーツ基
本計画に期待したいと考えています。
渡邉　ありがとうございました。大塚
さんには、あえてお願いしてエッジの
効いた発表をしていただきました。続
いて友添さんに御発表をお願いいたし
ます。
友添　私は中学から大学まで部活動で
柔道をやっていました。同学年に東海
大学の山下泰裕先生がいましたので、
柔道は早々に見切りをつけ大学院へ進
学し、その後大学に勤めながら文部科
学省の在外研究でニューヨーク州立大
学でスポーツ倫理学やスポーツ教育学
を学び、ずっと大学で教員を務めてき
ました。
　本日のテーマは、「スポーツ基本計
画への期待を語る」ですが、その前に、
まずは現実を見てみましょう。日本の
人口推移を見ると、2025 年には戦後
生まれの団塊世代がすべて 75 歳以上
になりました。2040 年には 65 歳以
上の人口が、全人口の 35％を占める
と推計されています。現在の出生数は
年間約 70 万人にとどまり、2070 年
には日本の人口は 8,700 万人程度に
まで減る見込みです。一方、総務省の
調査によると、全国約 1,700 の基礎
自治体のうち、過疎地域はすでに国土
の約 6 割に上っているそうです。過
疎地域とは、つまり人口減少だけでな
く、財政力指数が一定以下という事を
意味しています。今日お集りの皆様も、
スポーツの現場において肌感覚で感じ
ていらっしゃると思いますが、各地の

あるいはスポーツによる人の交流、ク
ラブやスクール、コミュニティといっ
た交流の場への投資が挙げられます。
　中央競技団体が期待する事として、
既に第 3 期スポーツ基本計画中間評
価や改正スポーツ基本法において提示
された内容に関しては、施策として継
続していただきたいと思います。その
中で、競技団体は、自分たちの競技の
価値の持続可能性を担保する責務を
担っていきます。欧米やオセアニア、
中東、アジア各国のスポーツとの対比
軸には、競技力や組織力が掲げられて
いますが、これに加え、スポーツによ
る経済力という軸も考えなければなり
ません。大きなスポーツマーケットを
作る事が、スポーツの普及ひいては経
済発展につながり、国の方針にも影響
を及ぼす力になります。地域の大小こ
そあれ、スポーツのマーケットをど
んどん作っていく事が必要です。第 4
期スポーツ基本計画に掲げる最初の施
策として、スポーツ経済の発展、稼げ
るスポーツを掲げていただく事を期待
しています。
　スポーツの経済規模をグローバルに
見てみると、必ずしも正確な数字では
ありませんが、チームやリーグ、関
連サービス等のスポーツ産業は年間
約 60 兆円から 80 兆円、アパレルや
シューズ等のスポーツ製品は年間約
87 兆円、スポーツツーリズムは年間
約 100 兆円、合計約 270 兆円の市場
があると言われています。国・地域別
に見ると、アメリカだけで約 106 兆
円を占めており、日本はまだこれから
といったところです。まずはスポーツ
庁が掲げている年間 15 兆円の域まで
もっていく事が、我々の使命です。
　日本市場の今の動きとしては、海外
資本算入の準備やネーミングライツビ
ジネスが大きく動き出しているところ
です。つい最近では、国立競技場や秩
父宮ラグビー場のネーミングライツが

技団体、都道府県や市区町村の競技団
体からの変革が最も効果的であると考
えています。
　経済を興すスポーツになるためのポ
イントとして、例えば「みる」スポー
ツの場合、アリーナ、スタジアムスポー
ツからの集客興行ビジネスや、映像等
からのエンタメスポーツビジネスが挙
げられます。「する」スポーツの場合は、
参加型スポーツによる人流と周辺から
のビジネスが考えられます。「ささえ
る」スポーツの場合は、ネットワーク
や人材バンクによるコミュニティビジ
ネスが考えられます。その他、「つな
がる」スポーツは、デジタルや AI 技
術開発ビジネス、「はぐくむ」スポー
ツは、健康や共生、子供、ジェンダー等、

「ひろげる」スポーツは、外国資本の
国内受入れ等が考えられます。さらに

「つくる」スポーツは、インテグリティ
やガバナンス、セーフガード等、新し
いスポーツのコモンセンスを創ってい
くビジネスが考えられます。これら全
てに共通するテーマは、「地域」です。
　経済を興すスポーツになるポイント
の二つ目としては、スポーツの地域と
の融合、地域への還元に対する投資、

の持続可能性を担保する重要な価値を
持っていると認められた事が挙げられ
ます。つまり我々はスポーツで稼いで
いいのです。これからは、スポーツの
価値を向上する事で経済の発展につな
げるというところに、競技団体として
皆さんも一歩踏み込んでいただきたい
と思います。
　スポーツにお金がかかる事は、既に
皆さん御存じだと思います。しかしど
うやって稼ぐかまでは踏み込めていな
いのが、日本のスポーツ界です。一
つの目安として考えられるのは、「ス
ポーツ経済による社会課題の解決」で
す。これは逆転の発想です。社会課題
を解決して経済を発展させるのではな
く、スポーツ経済を発展させる事によ
り、社会課題の解決につなげるという
考え方です。関係者の共感を求めた
り、スポーツへの投資の受け皿を設定
したり、人脈作りを発展させる事によ
り、社会課題を解決し、自然や社会環
境の変化に対応した環境を作ります。
その事が幼児期から高齢者に至るまで
のウェルビーイングや、ハイパフォー
マンスの実現につながります。そのた
めには、スポーツの現場にいる中央競
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では、渡邉さんからお話があったよう
に、計画を作る段階から、どのように
達成し、それをどう評価、検証して次
に進めるかを考えていかなければなり
ません。先ほどの発表でも申し上げた
とおり、多くの事柄を漏れなく盛り込
む事は大切ですが、分かりやすさも極
めて重要です。なぜなら、この計画は
スポーツ庁が発出するものですが、国
民の皆様のウェルビーイングを実現す
るためのものだからです。本日ここに

川スポーツ財団としては、出来た計画
をどのように実行していくか、そして
どのように成果を獲得していくかを考
えながら、これからも取り組んでいき
たいと考えています。

ルージョンの状態でしょうから、この
辺りをどう伝えていくかが課題になる
と思います。
　また、政策を遂行していくには、お
金が必要です。我々もスポーツ予算の
獲得に尽力していますが、それだけで
は十分ではないと思います。民間の力
や各地域も含め、どうやって稼ぐかを
考える必要があると、あらためて感じ
ました。
　そして、第 4 期スポーツ基本計画

大塚さんから「スポーツで稼ぐ」とい
う発表がありましたが、一言で「稼ぐ」
といっても、マクロでの考え方と共に、
ミクロで考える必要があると思いま
す。これから第 4 期スポーツ基本計
画が出来上がることになりますが、笹

渡邉　まずは河合長官から、各スピー
カーの発表をお聞きになっての感想
と、次期スポーツ基本計画への期待に
ついてお話しいただけますか。
河合　社会課題をどう解決するかとい
う点に関し、やはり「誰一人取り残さ
ない」というインクルージョンが一つ
のキーワードかと思います。そして、
もう一つのキーワードはウェルビーイ
ングです。全ての人がウェルビーイン
グになるということは、恐らくインク

――動画紹介――
　私は、これまで 50 から 60 の自治
体の首長とお会いし、事業づくりや連
携の在り方を模索してきました。その
中で感じたのは、本当に地域によって
事情が異なるということです。先ほど

係にある事が分かります。それらの価
値を実現するために様々な施策が掲げ
られていますが、それぞれの価値ごと
の連携がとられないままに具体的施策
が立てられているため、施策目標の数
は 55、具体的施策の数は 160 まで膨
らんでしまっています。縦割りの目標
と施策ではなく、課題ごとの連携を充
実させれば、実現可能な施策目標は、
3 つか 4 つ程度で十分だと考えていま
す。また、地域の特徴を生かす上で、
地方スポーツ推進計画をもっと活用す
べきだと思っています。現状、都道府
県や市区町村のスポーツ推進計画は、
国のスポーツ基本計画とあまり大差が
ないものになっていますが、そういう
ものを作っても仕方がないのではない
でしょうか。
　次に、スポーツでどのように成熟社
会を創るかについて、お話しします。
一つ目は、地域間格差を是正するため
の戦略が必要です。例えば、公共スポー
ツ施設を、学校体育施設と連携させる
方法があります。あまりお金をかけず
に防災拠点を意識した施設の再編と配
備を行うのです。二つ目は、障害者ス
ポーツのアクセシビリティを改善する
戦略です。特に障害を抱えた子供のス
ポーツ機会を増やす事を徹底すべきで
す。三つ目は、女性や働き盛りの世代
のスポーツ参加です。働き方改革を進
展させ、定時退社をスポーツウェル
ビーイングデーというふうに制度化を
したり、あるいはスポーツ施設併設の
託児所を自治体補助で整備したり、休
日保育一時預かりの拡充、夜間照明や
更衣室の安全確保の見直し等、自治体
ごとの数値目標を示す事があってもい
いと思います。実際、学会に託児所を
設けた途端、若い女性の先生方の学会
参加率が上がったという事例がありま
す。四つ目は、スポーツをする人の安
全と権利を守る制度構築です。
　総括的に申し上げると、これからは、

スポーツ権の実質化を促進する必要が
あります。併せて、指導者の公的資格
制度を推進していかなければなりませ
ん。大塚さんの発表にもあったように、
スポーツで財源をどう作るか、言葉を
変えると、社会課題の解決とビジネス
の両立を可能とする領域をどのように
拡大していくかが課題です。また、人
的な組織、施設、ネットワークを持つ
大学を地域のスポーツのハブにする必
要があると思います。
　 い ず れ に せ よ、 次 期 計 画 で は、
DE&I すなわちダイバーシティ（多様
性）とエクイティ（公正性）、インク
ルージョン（包摂）といった根幹を元
に、スポーツの価値を最大化する事が
必要だと考えています。
渡邉　ありがとうございました。続い
て、私から次期スポーツ基本計画への
期待についてお話しします。
　私は、大学卒業後、日本財団へ就職
し、21 年の在籍中、公益活動の支援
や経営企画的な部署で組織の健全化を
図る等、様々な業務に携わってきまし
た。2005 年に笹川スポーツ財団の常
務理事に就任し、以後は専務理事、理
事長として活動しています。スポーツ
審議会の委員としては、5 期 10 年目
を迎えています。本日は、スポーツ
基本計画部会の部会長という立場で、
ファシリテーターを務めさせていただ
いています。
　私が所属する笹川スポーツ財団の
ミ ッ シ ョ ン は、「Sport for Everyone
社会の実現」です。具体的には、ス
ポーツ白書の制作やスポーツの実態調
査、あるいは個別テーマの調査研究を
行い、得られた成果を地方自治体等と
共有しながら社会づくりに取り組んで
います。友添先生から「地方自治体の
特徴にあった推進計画を」との発表が
ありましたが、そうした活動も現在展
開しています。
　社会づくり活動の一環として、笹川

スポーツ財団では「アクティブシティ
推進事業」を進めています。基礎自治
体が直面する地域のスポーツ課題や社
会課題に対し、スポーツの多様な価値
を生かして課題解決及びまちづくりを
目指す自治体に伴走する取組です。具
体的には、官民連携のプラットフォー
ムに地域の様々な分野の人々が集ま
り、目的を共有しながら歩みを進めて
いきます。
　スポーツ基本法には、「スポーツ基
本計画を参酌して、その地方の実情に
即したスポーツの推進に関する計画を
定めるよう努める」旨の条文がありま
すが、実際に地方スポーツ推進計画を
作っている自治体は 5 割に届きませ
ん。人口規模が小さくなるほど、総合
計画の中でスポーツに触れてはいるも
のの、個別の計画は作っていません。
また、作っている自治体でも、中身を
見ると国の計画とあまり変わりがない
のが実情です。そこで、私たちが自治
体と連携し、まちづくりを進めている
ところです。
　具体例として宮城県角田市での取組
を紹介します。2019 年に連携協定を
締結し、伴走させていただきました。
一つの成果として、2022 年には「ス
ポーツ・健康まちづくり優良自治体・
スポーツ庁長官賞」を受賞しました。
2024 年 2 月には「アクティブシティ
かくだ」宣言を行いました。具体的に
は、官民連携の「スポネットかくだ」
というプラットフォームに市スポーツ
協会や市スポーツ少年団、NPO、仙台
大学等 8 つの組織が参画し、専門チー
ムごとに課題解決に向けた検討を行い
ます。学校部活動の地域展開に向けた
取組も、その中の一つであり、今年度
で移行が完了する予定です。
　もう一つ、2024 年 12 月から連携
協定を締結した香川県丸亀市の取組に
ついて、動画でまとめてあるので御覧
ください。

ディスカッション
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全体会

人と子供 150 万人がスポーツに参加
すれば 30 億ポンド、約 5,500 億円の
経済効果があると言われています。こ
れからは、JSPO さんの領域とも関わ
りますが、総合型地域スポーツクラブ
やスポーツ少年団と連携を取りなが
ら、地域スポーツクラブ活動をどのよ
うに発展させていくかが大きな課題と
なります。ここに様々な公的指導者が
携わり、子供や大人の意識を変えてい
けば、スポーツ参加率は上昇すると思
います。ただし、特効薬はありません。
方向性を変えず、時間をかけながら進
んでいく事が必要です。それをエンカ
レッジするのが、第 4 期スポーツ基
本計画ではないかと考えています。

質疑応答
渡邉　ここでフロアから質問を受けた
いと思います。いかがでしょうか。
質問者　3 つの観点から質問させてい
ただきます。一つ目は、中体連や高体
連の全国大会をやめてしまってはどう
か、ということです。というのも、教
育課程外のものを競技にしてしまって
いる事が全国的に課題になっているの
ではないでしょうか。二つ目は、規制
緩和ではなくあえて規制をかけてはど
うか、ということです。私は宮城県の
比較的過疎になりつつある地域に住ん
でいます。そうすると、規制を緩和す
るだけでは、参加者を増やすという点
において、競争に負けてしまう可能性
が高まってしまいます。少子化が進む
中で、子供たちへインクルーシブや
ウェルビーイングという考え方を浸透
させていく事は非常に難しく、競技性
を求めて上位大会へ参加をするような
チームに人が集まりがちです。例えば、
１人の指導者に対して参加者を 15 人
くらいにするガイドラインを作って規
制をかけていかないと、ある団体では
200 人も抱えて、ある団体ではほと
んど人がいないという形になってしま

人が参加しています。一番の目的は障
害者にスポーツを始めてもらう事です
が、実際の参加者は、圧倒的に健常
の、しかも親子連れが多くなっていま
す。車椅子競技やボッチャ等のパラス
ポーツだけでなく、風船バレーやボル
ダリングといった種目もあり、障害者
だけでなく、体の弱い人や運動が苦手
な子供でも安心して各自のペースで楽
しむ事ができます。今、ユニバーサル
スポーツという言葉が一つのキーワー
ドになっていますが、障害者スポーツ
のように、一番手間のかかる所を中心
に据えて計画を立てると、より多くの
人々に恩恵がいきわたるのではないか
と思います。
渡邉　大塚さんから「スポーツで稼ぐ」
というお話がありました。またエコシ
ステムという観点もあろうかと思いま
す。友添先生は、運動部活動の地域展
開に関するガイドラインを作ったり、
スポーツ基本計画部会の中では、運動
部活動の地域展開に絡めて全世代の地
域スポーツクラブ化といった議論もさ
れています。そのお立場から、一言コ
メントをいただけますか。
友添　8 ～ 9 年ほど前に、運動部活動
の地域移行、今は地域展開と呼んでい
ますが、当時の次長と議論を交わしな
がら進めてきて、当初はかなりの御批
判を受けました。今でも時に学校に残
すべきとの御批判を頂くことがありま
すが、かなりの部分で前向きに進みだ
しているという感覚を持っています。
　最も大事な事は何かと言えば、国民
のスポーツ参加率をどれだけ高められ
るか、です。もちろん障害のある子供
を含めてです。この点がうまく回り出
してくれば、おそらく個人の孤立が減
りますし、医療費の削減にもつながり
ます。医療費削減は、労働生産性の向
上や雇用、産業の拡大にもつながって
くると思います。
　イギリスの試算では、成人 250 万

で世界のスポーツは大きく転換しまし
た。日本で初めてマラソン大会のゼッ
ケンに企業名が入ったのは、1989 年
の東京マラソンです。そうやって変革
は訪れます。次は何でしょうか。国民
スポーツ大会か、それとも学校の運動
会か。改正スポーツ基本法のテーマを
元に規制緩和が行われれば、スポーツ
経済は発展するのではないでしょう
か。裏返せば、我々のウェルビーイン
グにつながるポイントから規制を緩和
し、スポーツという接着剤で経済を発
展させていければ望ましいと考えてい
ます。
渡邉　延與さんは、東京都スポーツ振
興審議会の副会長でもいらっしゃいま
す。次期スポーツ基本計画では、分か
りやすいものを作るというのが一つの
テーマですが、「分かりやすい計画」
とはどういうものだとお考えでしょう
か。
延與　河合長官からお話がありました
が、計画の中身が膨大になり、目標が
多すぎるため、何を目指せばいいかが
分からなくなっていると思います。も
ちろんいろいろな目標があっていいの
ですが、シンボリックなものをいくつ
かに絞って、シンプルなメッセージを
打ち出す事が大事なのではないでしょ
うか。
　少し別の話になりますが、友添先生
の発表の中で、日本社会がシュリンク
していくというコメントがありまし
た。地域社会も小さくなっていく中
で、スポーツに、特にお金や手間がか
かる障害者スポーツにどれだけのリ
ソースを割いてもらえるか、考え込ん
でしまいました。ただ、手前味噌に
なってしまいますが、障害者スポーツ
こそ、その限界を突破する力があるの
ではないかとも感じています。東京都
が年 1 回開催している「チャレスポ！
TOKYO」というスポーツの体験イベ
ントには、毎年 2,000 人から 4,000

もあります。
　大塚さん、先ほどの発表にあった「ス
ポーツで稼ぐ」というお話は、河合長
官がおっしゃったインクルージョンや
ウェルビーイングと絡んでくるかと思
いますが、いかがでしょうか。
大塚　「スポーツで稼ぐ」フックとし
て私が提唱しているのは、地域であり
競技団体です。「競技団体は何屋さん
でしょう」と聞かれた時、私は「サー
ビス業」と答えます。競技団体は、加
盟団体や会員、選手、スポーツを愛す
る人たちへ向けてサービスができる唯
一の機関といえます。その機関がサー
ビスをしないで何をすればいいでしょ
うか。サービスをしながらウェルビー
イングへ導いていく流れに経済を絡め
ていこうというのが私の提言です。ス
ポーツにビジネスを絡めてはならない
というクーベルタン男爵の時代から、
1984 年のロサンゼルスオリンピック

能性のお話がありました。そして河合
長官からは、総合的な計画は重要だが、
一方で国民一人一人の腑に落ちるよう
な分かりやすい計画づくりも大切だと
いうお話がありました。この関連で友
添先生にコメントを頂きたいと思いま
す。
友添　先ほどの発表では、最も端的な
所をお示ししました。違う観点から申
し上げると、これまでの国のスポーツ
基本計画は、地域も視野に入れて作ら
れてきたため、非常に多岐にわたって
施策目標が羅列されているという問題
がありました。地域の課題は地域に任
せ、独自の計画を考えるようにすれば、
不要な目標、施策は整理されるだろう
と考えています。
渡邉　広島県北広島町が策定したス
ポーツ推進計画では、伝統芸能である
神楽や田楽といった身体活動もスポー
ツと定義していました。そうした事例

お集まりの皆様は、スポーツや体力づ
くりに関心がある方ばかりだと思いま
すが、延與さんがおっしゃったように、
残念ながらスポーツや体育が嫌いな方
はいらっしゃいます。ただ、ウェルビー
イングになりたいという気持ちは誰し
も共通するはずです。近年、DX が進
む中で AI の活用が盛んに言われてい
ますが、AI に絶対に真似できないの
が、身体活動に伴う快さや自分の心と
の向き合い方です。スポーツや運動な
らではの価値や魅力を意識的に発信し
ながら、計画づくりに取り組んでまい
ります。
　計画づくりは、これから夏場辺りま
でが大きな山場であり、その後、パブ
リックコメント等を頂きながら、年内
に完成させる予定です。是非、皆様に
も御意見を頂戴したいと思います。
渡邉　友添先生の発表の中に、実現で
きない目標を設定しないという実現可
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なるのではないかと感じています。
友添　近代の英国でスポーツが生まれ
てから、まだ 200 年程度しか経って
いません。その 200 年の間で、人類
は様々に工夫し、ルールを変え、やり
方を洗練させながら今のスポーツを作
り上げてきました。今、私たちもまさ
にその中に参画しているのだと思いま
す。今日は渡邉理事長のすばらしい
ファシリテーターの元で、河合長官を
初め、延與さんと大塚さんのお考えを
改めてお聞きすることが出来て、とて
もいい機会を頂きました。私がお話し
したことは少し抽象的でよく分からな
かったと思われるかもしれませんが、
こうした機会を与えていただき、とて
も楽しい時間になりました。
渡邉　次期スポーツ基本計画に向けた
期待というテーマの下、4 名のスピー
カーの皆様と進めてまいりましたが、
この後、午後にも分科会で様々な議論
が展開されると思います。国民の皆様
に分かりやすくお伝えできるような基
本計画づくりにこれから励んでまいり
ますので、引き続き御支援いただきた
いと思います。以上で、全体会を終了
とさせていただきます。ありがとうご
ざいました。

ような学校体育なりスポーツクラブな
りになったらいいと思います。それに
は、パラスポーツは一つの鍵になると
思います。パラスポーツは、その人の
能力に合わせてスポーツのルールや指
導を設計するため、スポーツが苦手な
子供や嫌いな子供も、何とか巻き込む
ことが出来ます。皆さん、スポーツ嫌
いの子供をなくすよう、頑張りましょ
う。
大塚　スポーツへの参加の仕方には、
もちろん体を動かす事もありますが、
私のように競技団体として、あるいは
皆様方のように指導者として、またビ
ジネスとして、様々な方法があります。
今、TEAM JAPAN としてミラノ・コ
ルティナで活躍している選手たちが頑
張っているのだから、運営する我々も
頑張ろうというマインドになる事が一
番大事なのではないかと思います。ス
ポーツへの参加の仕方に多様性がある
という所も新しいスポーツ基本計画に
盛り込んでいただき、国民一人一人に
スポーツの良さ、ウェルビーイングを
伝えられるようにしていただきたいと
思います。その計画の下で、それぞれ
の立場で活動していけたら、素晴らし
い日本のスポーツ界、素晴らしい国に

河合　その辺りについては、しっかり
と考えています。第 4 期スポーツ基
本計画が始まるのは令和 9 年ですか
ら、その計画の最終年となると、今
12 歳の子供が成人を迎えることにな
ります。そうした子供たちに、叶えて
いきたいスポーツを通じた社会のイ
メージを持たせる事は、非常に重要だ
と考えています。とはいえ、子供だけ
を見て高齢者を無視してはいけません
ので、老若男女、障害や性別を超えて、
皆様に分かりやすく、ウェルビーイン
グな人生を歩んでもらいつつ、より良
い社会を作ることを目指して、計画を
策定するよう審議会にお願いしている
ところです。

まとめ
渡邉　人と社会のウェルビーイングを
向上させるために、次期計画がどうあ
るべきなのかということの一端を、本
日は議論してまいりました。いろいろ
な方面の議論があり、取りまとめるこ
とは非常に難しいのですが、河合長官
からお話があったように、基本計画部
会を中心に議論を展開し、夏ぐらいを
目処にドラフトを取りまとめていきた
いと考えています。
　では最後に、登壇者の皆様に一言ず
つ、フロアの皆様へメッセージをお願
いいたします。
延與　冒頭に申し上げた通り、私は子
供の頃からスポーツが大嫌いでしたか
ら、スポーツ嫌いの子供をなくす、と
いうのが次期スポーツ基本計画の最
大のテーマではないかと考えていま
す。体育の授業で、皆が見ている前で
延々と出来ない逆上がりをさせられた
り、あるいは高校で山岳部に入った時
には、いきなり石を詰めたリュックを
担いで階段を上り下りさせられて山登
りが大嫌いになりました。でも大人に
なって山登りをしてみると、とても楽
しいんですね。まずは、楽しさを知る

スポーツ投資の成果によって株価が上
がり、株主総会できっちりと発表でき
るというメリットがあります。
　もう一つ、お話をうかがうと、協賛
を求めに行かれたというニュアンスが
強いように聞こえました。今までのよ
うな、看板を出したり、企業名を付け
たりという協賛の求め方ではなく、地
域のコミュニティ自体に企業に入って
いただく、社員の方と一緒になってコ
ミュニティ醸成を行っていただくとい
う方法があろうかと思います。お金の
出し方として、広告費ではなく、自分
たちが活動する資金として出していた
だくというやり方に変えているケース
が非常に多く見られます。特に障害者
スポーツでは、そうした形で企業の参
画を求めるケースが多くなっていま
す。
　最後に、ふるさと納税には企業版が
あるので、これを活用して地域外の企
業に入っていただくことで減税、免税
のメリットを得られるというやり方も
あります。
　ただ、これからスポーツを経済で興
していく中で、どのような法的な規制
緩和が出来るかどうかは、現在、スポー
ツ議員連盟において検討を始めていた
だいたところですので、新たなテーマ
として期待したいと考えています。
渡邉　もうお一方、JSPO の岩田さん
に質問をお願いしたいと思います。
岩田　先ほどの質問の中にあった全国
大会の是非論については、JSPO とし
て対応すべき課題だと考えています。
私からは河合長官に質問させていただ
きます。次期スポーツ基本計画は、や
はり国民の皆様、特に子供や青少年た
ちが自分事として考え、大人へ提案や
提言をしてもらうべきだと思います。
今後、スポーツ庁として、子供たちへ
どのように基本計画を浸透させていく
か、何かヒントがありましたらお教え
ください。

体にして出来上がってくる可能性もゼ
ロではありません。今はそういった形
で新しいトライアルが出てくることを
期待しています。ブロックレベルの大
会が行われるのであればそれでいい
し、全国大会が行われるのであればそ
れでもいいと思います。それは国が規
制をかける問題ではないだろうと思い
ます。
　二つ目の規制については、人数の規
制でしょうか。これも引率者が引率で
きる人数という所に関わります。高校
では、スポーツを経営資源にしている
学校も多くあります。中学校年代では、
教育的視点からは参加者も多くなり過
ぎないように、場合によっては規制を
かけながら、人数はある程度制限した
ほうがいいのではないかと考えていま
す。
大塚　スポーツへの企業の関わり方と
して、協賛、投資、寄付等、幾つかの
お金の出し方があると思います。質問
では「投資」という言葉を使われまし
たが、企業がスポーツに投資して得ら
れるメリットとしては、自分たちの企
業としての道、歩み方をスポーツを通
じて世間に知らしめてもらえるという
点があります。もう一つは、株価です。

います。三つ目は企業の投資について
です。私たちも、地域で様々な企業に
対し、投資をするよう営業活動を行っ
ていますが、その時に言われるのが

「うちにどういうメリットがあるのか」
ということです。例えば、地域スポー
ツに企業が関わった場合には減税措置
が受けられる、といったメリットを打
ち出すことを検討していただけないで
しょうか。
渡邉　ありがとうございます。一つ目
と二つ目の質問については、友添先生
にコメントをお願いします。三つ目の
質問については、大塚さんにお願いし
ます。
友添　中学校年代で全国大会が実施さ
れているのは、世界で日本を含む東ア
ジアだけです。近年、夏の大会に関し
ては、子供たちが非常に危険な状態に
置かれるため、全国大会が本当に必要
かどうかという議論が起こっていま
す。ただし、今は過渡期にあるという
認識を持つべきだろうと考えていま
す。例えば、現在行われている全国中
学校体育大会等の大会は、今後、全国
地域スポーツクラブ大会になる可能性
がありますし、全国地域スポーツクラ
ブ連合というような組織が中体連を母

全体会
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龍谷大学経営学部教授／日本スポーツマネジメント学会理事／日本体育・スポーツ経営学会理事／
スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技団体向け〉適合性審査委員会委員

　日本のスポーツ界における「女性が
活躍できる環境づくり」は、まだまだ
進んでいないのが現状です。中央競技
団体では、スポーツ団体ガバナンス
コード〈中央競技団体向け〉（以下、
ガバナンスコードという。）において、
外部理事を 25%、女性理事を 40% 以
上とする事が、目標として掲げられて
います。もちろん、数値目標を掲げる
事は大切ですが、その目標を達成でき
れば良い、というものではありません。
本質的に問われるのは、「女性が活躍
できる環境をどのように整えていく
か」であり、そのためには、多様な人々
からの様々な意見を意思決定の場に投
影していく事が重要となります。
　2022 年に策定された第 3 期スポー
ツ基本計画には、ガバナンスコードが
明記され、2025 年のスポーツ基本法
の改正においても、ガバナンスの強化
が法的に裏付けられました。元々の流
れとしては、2020 年の東京オリン
ピック・パラリンピック開催準備を進
めていく中で、様々なスポーツ関係の
不祥事がクローズアップされ、2018
年にスポーツ・インテグリティの確保
に向けたアクションプランが、2019
年にはガバナンスコードが策定され、
女性理事 40% 以上、外部理事 25% 以
上という数値目標が掲げられた、とい
う経緯があります。中央競技団体は、
順次適合審査を受け、現在 2 巡目に

入っている状況です。
　その結果、中央競技団体における女
性理事、外部理事の割合は順調に増加
しており、これはガバナンスコード策
定の一つの成果であると言えます。一
方、一般スポーツ団体については、具
体的な数値目標が明記されていませ
ん。地域で様々なスポーツ・レクリエー
ション活動を行っている団体は、まだ
まだ女性役員の登用が難しい状況にあ
ります。今日お集まりの皆さんも、い
ろいろと模索をされているのではない
でしょうか。
　ここで皆さんに、それぞれの所属先
の現状についてお聞きします。「女性
が活躍できる組織体制が出来ている・
女性役員登用に向けた対策を実行して
いる」場合は 1 番を、「対応策は定まっ
ているが実行に移せていない」のであ
れば 2 番を、「まだ対応策が定まって
いない」場合は 3 番を、「対応策を考
えた事がない」は 4 番を、お手持ち

のスマートフォンでお答えください。
ありがとうございます。最も多かった
回答は 1 番で 33％、という結果が出
ました。
　本日は、実質的な「女性が活躍でき
る環境づくり」に取り組む 2 人のパ
ネリストから、お話を伺います。かつ
てのように、トップダウンで物事が進
められるのではなく、皆がオープンに、
水平的に協議をする場を設定するには
どうすべきか、そのヒントが得られる
前向きかつ建設的な事例を御紹介いた
だきます。先ほどのアンケートで 2 番、
あるいは 3 番とお答えいただいた方
は、是非本日の内容を持ち帰って、そ
れぞれの地域や団体で活用していただ
ければと思います。そして、正直に「対
応策を考えた事がない」とお答えいた
だいた方も、この場にいる事自体が既
に考え始めているという事ですから、
この第一歩を生かしてくださるよう
願っています。

ガバナンスコードから考える
女性が活躍できる環境づくりについて
～役員登用の課題に着目して～
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大阪体育大学
スポーツ科学部教授／
全日本柔道連盟理事／

全日本学生柔道連盟理事

松田 基子

　全日本柔道連盟（以下、「全柔連」
という。）における女性活躍推進には、
大きな転機となった出来事がありま
した。2013 年に柔道女子ナショナル
チームにおいて、指導者による暴力ハ
ラスメント問題が発覚し、社会的な問
題となったのです。この問題によって、
柔道界における男性中心の閉鎖的な組
織風土と、ガバナンスの欠如が浮き彫
りになり、体制の刷新と意識改革が急
務となりました。その後、外部有識者
による第三者委員会からの提言を受け
て、理事会構成の抜本的な見直しに着
手し、全柔連史上初の女性理事登用が
実現しました。
　信頼を取り戻すために、全柔連一丸
となって、様々な制度改革と実績作り
が進められました。2015 年には、全
柔連における女性活躍推進のキーパー
ソンとして、岩田喜美枝氏が女性外部

理事に就任されました。岩田氏の提言
により、2016 年に期限付きで女子柔
道振興特別委員会を設置し、女性活躍
に向けた課題の洗い出しと、具体的な
アクションプランの策定に着手しまし
た。翌 2017 年、同委員会は常設の女
子柔道振興委員会へ昇格となりまし
た。これは、組織として女性活躍推進
に長期的に取り組む姿勢を明確に示し
た、重大な決断となりました。
　同じく 2017 年には、もう一つ、柔
道界が本格的に女性活躍推進に向けて
動き出した事をアピールする、画期的
な出来事がありました。国内最高峰の
大会である男子の全日本柔道選手権大
会において、史上初めて女性審判員が
起用されたのです。起用の決断は、主
催者である講道館と全柔連執行部です
が、実現に当たっては、外部理事や女
性理事の後押しがありました。もう一
つのポイントとしては、2000 年前後
から始まった、国際柔道連盟による女
性審判員の育成推進があります。全柔
連もその方針に従い、女性審判員の育
成を積極的に進めてきました。つまり、

「時代の流れだからとりあえず女性を
入れる」といった表面的な女性活躍で
はなく、しっかりと育成準備がなされ

てきた、と言えます。また、同じ時期
に、出産、子育て等で一時的に柔道か
ら離れざるを得ない女性のキャリア中
断防止対策として、全柔連への登録の
休会制度を整備しました。
　全柔連における女性理事の割合は、
2013 年時点で 13.8％でした。その
後、ほぼ横ばいの状況が続きましたが、
2019 年 6 月にスポーツ庁から示さ
れたガバナンスコードに対応すべく、
2020 年 8 月に「柔道における女性の
活躍推進プラン」を策定しました。同
プランでは、2030 年までに、全柔連
における女性理事の割合を 40％以上
にするとの目標を掲げており、達成に
向け、人材リストの作成、人材の育成、
定款の見直し等を中心とした取組を実
施しています。しかし、数値目標の達
成が最終的なゴールではありません。
女性登用によってもたらされた、成果
や影響についての検証が必要です。全
柔連では、柔道界内部から理事候補が
挙げられる場合、競技者、指導者、審
判員としての実績だけではなく、各専
門委員会において委員長・副委員長の
要職を経験し、実績を積んだ者が候補
となります。単なる数合わせではなく、
段階的に役員候補として育成するプロ

全日本柔道連盟における女性活躍推進への取り組み
～全日本学生柔道連盟における女子選手の育成・普及に向けた Challenge ～

パネリスト❶
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応できる意思決定がなされるなど、実
際に組織が変わり始める段階です。
フェーズ３は到達目標に達した、すな
わち自律的ガバナンスが獲得できてい
る状態です。自律的ガバナンスとは、
自らより良い組織に変わっていく仕組
みを手に入れ、放っておいても自分で
アップデートできていく事です。
　三つのフェーズの中で、超えるハー
ドルが高いのはフェーズ 2 です。組
織の中に多様なメンバーが入ってきて
も、組織の変化や進化が起こらない事
は、往々にして見受けられます。経営
学の中でも言われる事ですが、組織と
いうものは異物が入ってきた際、その
異物を同質化して現状維持をしようと
する力学が必ず働きます。この事自体、
外部の環境が安定している時には問題
ありません。少しの変化が起きても、
それを同質化し、以前と同じ状態に戻
していく力は必要です。ただし、外部
に激しい環境変化が起きている場合に
は、組織自体が進化していかなければ、
外部の環境変化に置いていかれてしま
います。

進化する組織・
しない組織の差

　しかし、変化をする際には、短期的
な摩擦が避けられません。その摩擦
を超えられるか否かがキーとなりま
す。異物が入ったときに変わらない組
織は、異物の影響を無くして、組織を
元に戻す反応を見せます。議事録に残
すのみで形式的に向き合ったこととし
て、「当社のやり方を理解してない」
と実質的には向き合わなかったり、あ
るいは「理想論としては理解している」
と表面的にのみ反応する、といったも

もまだ若干はあるものの、その比率は
だいぶ下がってきており、女性役員が
いない企業はほとんど無くなってき
た、との感覚を抱いています。
　しかし、ここで一つ、「女性役員が
増えた事で企業の意思決定の質は本当
に変化したのか？」、との問いが生じ
ます。数を増やした先にある意思決定
の質の変化とは、具体的にどのような
事であるかについて、お話ししたいと
思います。
　ここで、スポーツ団体のガバナンス
について考えてみます。企業の場合、
目的は単純明快に「利益を出す」事に
あるため分かりやすいのですが、ス
ポーツ団体の真価や発展・成長につい
て考えると、その目的は非常に多相か
つ多様であると言えます。私は常々、
スポーツ団体のガバナンスを考える
時には、「山」をイメージします。ス
ポーツ団体は、競技力の向上と裾野、
つまり多様性、包摂性を広げる事の双
方を推進するために、資源配分と意思
決定を行うのだと思います。スポーツ
団体の運営、イコール富士山の面積を
広げていく、とのイメージです。そし
て、組織の中に多様な視点を取り込む
事で、境界線を上にも横にも広げてい
ける、そのような変化をしていく事が
進化であると思っています。ですか
ら、スポーツ団体の境界線近くにいる
人は、重要な視点を持っていて、その
視点を生かしていく事が、スポーツ団
体の成長・進化につながるのではない
かと感じています。
　進化する組織に変わるプロセスに
は、三つの段階があります。フェー
ズ１は、前提条件として、意思決定
メンバーの多様性を確保する事です。
フェーズ 2 は、外部の環境変化に対

　松田先生から具体的な取組みをたく
さんご提示頂いたところで少しズーム
アウトしまして、私からは、抽象論と
しての「ガバナンス」について、お話
しさせていただきます。スポーツから
は離れますが、内閣府男女共同参画局
では、「女性版骨太の方針 2023」に
おいて、2030 年までに東証プライム
市場上場企業の女性役員比率 30% 以
上を目指す、との目標を掲げました。
スポーツ団体ガバナンスコード〈中央
競技団体向け〉の「女性理事 40% 以上」
に比べ、10% 低い数値となっていま
すが、スポーツは社会により近く、公
共性が高い事から 40% という数値が
導き出された、と私自身は理解してい
ます。
　「女性比率 30% 以上」という目標に
ついて、内閣府の資料を見ると、多様
性の向上は「我が国の経済社会にイノ
ベーションをもたらす」、「企業の仕組
みそのものが変わるような変革を促
す」、などと記されています。それが
数値目標を掲げた理由の一つになって
いるところが、注目すべき部分である
と思います。
　2025 年 11 月に、男女共同参画局
が発表した数値によると、女性役員
比率は全上場企業で 14%、東証プラ
イム市場上場企業に限れば 17.7% と、
目標にはまだ届かないものの、かなり
上昇しています。女性役員不在の企業

取組を掲載していますので、よろしけ
れば御覧ください。
　最後に、全日本学生柔道連盟の取組
についてお話しします。全日本学生
柔道連盟では、2024 年から、女子学
生を対象とした「YAWARA Challenge 
Tournament」を新設しました。出場資
格は大学 3 年生以下で、当該年度の全
日本インカレでベスト 8 以上に入賞し
ていない選手に与えられます。試合に
出る機会が少ない、あるいは上位の大
会でなかなか活躍できない選手に活躍
の場を提供し、学生女子柔道全体の底
上げを図り、競技人口の拡大と普及活
動の推進を目指しています。2024 年
度の本大会で入賞した複数の選手は、
翌年の全日本大会で入賞を果たしてお
り、育成という観点からも、十分に役
割を果たしていると考えています。
　本大会の審判団は、史上初の試みと
して、審判長を含む 33 名全員が女性
で占められています。女性審判員の育
成と活躍の場を提供し、女性審判員全
体のレベルアップを図る事が目的で
す。この試みが一定の評価を得た現在、
次の一歩として、構想段階ではあるも
のの、若手審判員の発掘に向けた取組
を考えています。B ライセンス以上の
資格を有する若手に大規模大会での審
判を経験してもらい、次のステップに
つなげる仕組み作りです。先ほど、学
生に資格取得を促す取組について話し
ましたが、在学中に B ライセンスま
で取得できるシステムになっているの
で、実技試験の場として活用する事も
考えています。学生時代から、意欲や
才能のある人材をピックアップしてお
く事も、審判員育成計画として重要な
ポイントになると考えています。
　本日御報告した取組は、まだ道半ば
ではありますが、この 8 年間で着実
に成果を上げてきたと思っています。
全ての女性が輝く柔道界の実現に向け
て、引き続き取り組んでまいります。

　女性が活躍しやすい環境整備と、コ
ミュニティの形成にも取り組みまし
た。女性が柔道を続けられない最大の
理由の一つは、育児との両立であるた
め、私たちは大会時に役員、審判員、
指導者が無料で利用できる託児サービ
スを導入しました。このサービスは現
在、全柔連が主催するほぼ全ての大会
に導入されています。
　各都道府県の女性リーダーや、これ
からリーダーを目指す女性を対象とし
た、女子柔道意見交換会も毎年開催し
ています。参加者は、名だたる講師陣
による基調講演や、グループディス
カッションを通じ、モチベーションを
高めます。また、各地域の成功事例や
課題を共有する事で、女性柔道家の
ネットワークが構築され、相互支援や
情報共有の活性化が図られています。
さらには、組織運営に必要な視点やス
キルを学ぶ事で、次世代のリーダーを
養成する場となっています。
　復帰支援とキャリア形成支援の取組
も行っています。「COMEBACK 女子
柔道プロジェクト」は、ライフイベン
トによって、一時的に柔道から離れた
女性の復帰支援と、新たな女性柔道愛
好者の開拓を目的としています。各都
道府県で実施される女子柔道振興イベ
ントに対し、全柔連が企画支援や資
金援助を行う仕組みを構築しました。
また、「女子柔道キャリアアップセミ
ナー」は、女子大学生を対象としたも
ので、卒業後も柔道に関わり続けるた
めのキャリアパスを明示しています。
具体的には、全柔連公認指導者資格と
審判員資格の詳細を説明し、さらには
現役の女性指導者や審判員の生の声を
届けて、積極的な資格取得を促すもの
です。
　今後は、組織基盤のさらなる強化と、
誰もが活躍できる風土の醸成に取り組
みます。全柔連のホームページの中に
ある「女子柔道の振興」では、様々な

セスが整っているのです。
　このような取組を進める中で、少し
ずつ成果は上がってきましたが、柔道
界全体で見た場合、改革当初からの課
題が解決したわけではありません。主
な課題の一つ目としては、都道府県柔
道連盟の意思決定層における女性比率
の不足が挙げられます。二つ目は、結
婚、出産、育児などのライフイベント
による女性柔道家の離脱です。三つ目
は、女性指導者および公認審判員の女
性比率向上です。四つ目はハラスメン
ト抑止と相談体制です。改善は進んだ
ものの、柔道界には男性が中心となっ
て運営されてきた歴史があり、依然と
して女性が活躍しにくい環境が残って
います。過去の反省を踏まえ、相談し
やすい体制の構築・強化が継続的に求
められています。

若手からベテランまで
幅広い女性柔道家をサポート

　これらの課題解決と、女性柔道家が
ますます活躍できる環境づくりを目指
し、2017 年から 2023 年にかけて、
私が女子柔道振興委員会初代委員長と
して着手した取組を御紹介します。ま
ずは、都道府県柔道連盟における女
性役員登用の大幅な加速です。調査
を開始した 2016 年時点における、各
連盟の女性役員数は 65 名でしたが、
2025 年には 154 名に増加しました。
具体策としては、毎年、各連盟におけ
る女性役員数の調査と公表を行ってき
ました。しかしこちらも、単に数を増
やす事だけがゴールではなく、数と質
の両輪で進展させていく事が重要で
す。併せて女子委員会の設置も依頼
しており、こちらは 2017 年の設置数
25 から、2025 年には 43 まで増加し
ました。ただし、活動状況については、
各都道府県間で大きな差があるのが実
情です。

小林公認会計士事務所代表
／ Tokyo Athletes Office 株
式会社代表取締役／株式会
社コーセー 社外取締役／伊
藤忠商事株式会社社外監査
役／スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技
団体向け＞適合性審査委員会委員

小林 久美

組織をよりよくするためのガバナンスとは？
～女性比率の先にある課題は何か～

パネリスト❷
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要な人材を適材適所に登用する方向へ
と全体が変わっていく必要があると思
います。最後に松田先生、小林先生か
ら一言ずつコメントをお願いします。
松田　全柔連、あるいは学生柔道連盟
では、上の方が「何でも自由にやれ」
と任せてくださり、いろいろな事に
チャレンジできました。もし、上の立
場におられる方がいれば、女性や若手
も含め、どんどんチャレンジさせてあ
げてください。また、実際に現場で様々
な事を進める立場にいる方も、失敗を
恐れず多くの事に挑戦していただきた
いと思います。
小林　ガバナンスには様々な定義があ
りますが、私は「組織がより良い組織
に変わるための仕組み」だと思ってい
ます。私自身、社外役員を務めさせて
頂くときは、「異物としてここに入り、
新しい視点を提供する事で、この組織
の変化に貢献する」との思いを忘れな
いように関わっています。一人一人が
組織やコミュニティなど、それぞれの
持ち場をより良いものにしていこうと
するために行動すれば、良い社会にな
るのではないかと思います。私は、ス
ポーツが与えてくれるパッションやワ
クワク感、幸福感が大好きです。スポー
ツに関わる団体が、皆さんの多様な力
で、自律的により良い組織に変化して
いく力をつけていけたら素晴らしいと
思っています。

1 回やってみて駄目でも諦めず、様々
なアプローチを模索しながら、「小さ
なチャレンジ」をたくさん繰り返して
いくと良いと思います。そこでもやは
り、女性が参加する事で様々な視点を
提供でき、企業の関わり代（シロ）も
広げられるかもしれないと思いました。
松永　女性に限らず、若手の登用につ
いても同じ事が言えます。今の時代は
DX に強い若手が 1 人、役員として入
るだけで、その部分がグンと進む可能
性があります。諸外国を見ると、国の
トップや大臣を 30 代、40 代が担う
ところも多くある一方で、日本はまだ
まだ年功序列制度が残る部分も見え隠
れします。男女問わず、新しい風を吹
かせて新しい仕組みを作るために、必

す。しかし、利用者が少なければ大変
な財政支出となってしまいます。例え
ば、大会やイベントが開催される地域
の託児サービスを参加者に紹介し、自
分で申込みをしてもらい、その領収書
を元に申請すれば何割かを負担すると
いう方法もあります。いずれにしても、
これらの取組に対して、スポンサーを
募るといったさまざまなマーケティン
グなどの仕組み作りをする方法もある
と思います。全柔連さんの取組は、子
育て世代の女性がスポーツに参画しや
すい環境を作る意味でも、とても参考
になると思います。
小林　託児サービスのスポンサーとい
う話について、昔は企業がスポンサー
になる、イコール企業名を書いた看板
を掲げればいい、といった風潮があり
ましたが、現在では、「社会に貢献し
たい」、「パートナーと共に価値を作っ
ていきたい」などと考える企業が増え
ています。そうした中で、女性と共に
関わり代（シロ）を創造していきたい
という企業も多いのではないかと思い
ます。ですから、全て自分たちの持ち
出しで予算を作るのではなく、どこか
の企業と共に価値を作っていけるかも
しれません。企業側も変化しています。

分が圧倒的に変化し、改革されていっ
たわけです。その結果、理事あるいは
組織運営や競技強化を担う人材など、
女性のパイプラインが充実し、さらに
その女性人材が次世代の理事や組織運
営に還元されてく、というサイクルが
生まれました。全柔連さんの取組は現
在、フェーズ 3 の最後の到達目標、「自
律的ガバナンスの獲得」に一番近いと
ころにあるのではないか、と思います。
企業においても、取締役会の女性比率
が増えたとはいえ、実際に経営を担う
メンバーの中の女性は少数である、と
いう事もまだ往々にしてあるので、全
柔連さんの取組に希望を感じます。持
続可能なスポーツ団体の運営は、いか
に関わり代（シロ）を開いていくかに
かかっていると、あらためて感じた次
第です。

行したら、評価と改善の部分で以前と
は少し異なる事を計画するのです。そ
うすると、PDCA サイクルが既存の枠
から外れて広がりを見せ、異なるルー
プにアップデートされていきます。つ
まり、組織に変化をもたらすのは、実
行ではなく評価と改善、それに基づく
異なるプランを実行する事である、と
言えます。
　以上の話をもとに、先ほど松田先生
が発表された全日本柔道連盟の事例を
見てみると、2013 年に不祥事が起こ
り、女性理事や外部理事が組織に入り
ました。フェーズ 1 の前提条件です。
ここで大きな変化が起こります。そし
て、組織自体が変化していくために、
具体的な施策が実行されていきます。
一例として、女性審判が増加するなど、
女性の「関わり代（シロ）」を作って
いくような取組が数多くなされていき
ました。つまり、女性の参加構造の部

のです。これでは組織は変わっていき
ません。一方で、変化する組織は、異
物が入ったときに、「これは検証すべ
き視点である」と新たな役割を異物に
対して与える事ができます。そして、
試しに小さな変化を起こしてみて、組
織が進化するために活用していこうと
します。
　では、「進化」の要となるものは何
でしょうか。企業経営には、計画・実行・
評価・改善、すなわち PDCA サイクル
を回す事が不可欠と言われます。しか
し、毎回同じ計画を作り、同じ事を実
行し、同じ評価と改善を行っていれば、
行き着くところは同じで組織は進化し
ません。進化をしない組織は、評価・
改善のところが形骸化していき、ずっ
と同じ計画と実行を繰り返してしまい
がちです。進化する組織の場合、そう
ではなく、多様な視点が評価と改善の
ところに入ってきます。計画をして実

松永　松田先生に伺います。柔道では
全都道府県連盟に女性役員が配置され
ているとの事ですが、どのような仕掛
けをされたのですか？ 
松田　各都道府県に対して女性役員の
就任状況を調査し、その結果を一覧に
して、理事会、評議員会、全国の加盟
団体会長会議で毎年公表しました。そ
こで自分の県に女性役員がゼロとなる
と、会長はやはり気まずいわけです。
そのような形で危機感を持ってもら
い、約 10 年かかりましたが、昨年よ
うやく全都道府県に女性の理事が誕生
しました。
小林　スポーツ団体を運営していく際
に重要な事は、関わり代（シロ）を整
える事だと思います。全柔連さんはそ
こをしっかり整え、なおかつ多分野で
の人材育成も行っていて、本当に素晴
らしいです。この取組の全体像を考え
た方がどなたかいらっしゃるのですか？ 

松田　いえ。当初から綿密な計画が
あったわけではなく、実行しつつ改善
していく形で推進してきました。仮に
女子柔道振興委員会の歴史が長けれ
ば、ここまでいろいろな事にチャレン
ジはできなかったと思いますが、私が
初代委員長となって何もないところか
らスタートしたので、非常に大変では
ありましたが、逆に何でも出来たとい
うところはあります。
小林　「まずやってみる」事自体がす
ごい事です。どこに資源と時間を使う
か、取り合いになりがちな中で、やら
せてもらえる環境を作れた事は、やは
り外部理事などの意見も大きかったの
だと思います。
松永　理事をやってみたいという方は
意外に少なく、また引き受けてくださ
る方がいたとしても、その方に理事と
して何を託したいのかが明確でなけれ
ば PDCA は回していけません。その

点、全柔連さんは、様々な女性の意見
を吸い上げる組織体制を作り、そのう
えでテーマと目的を持ち、それに向け
てしっかり役割分担をして対応されて
います。一つ、お金のところに関して、
お話にあった託児サービス「スマイル
ルーム」の仕組みについてお聞かせく
ださい。
松田　当初は、女子の大会である皇后
盃など 3 大会にそれぞれスポンサー
が付き、託児サービスの費用を出して
いただいていました。その他の大会に
ついては、最初は女子委員会の予算か
ら出していましたが、正直かなりの費
用がかかりました。そこで、ある程度
実績を作った後は、全柔連の大会の
パッケージとして大会事業費の中に託
児費用も入れ、現在のところは受益者
負担なしで運営しています。
松永　私たちが学会に参加する際も、
託児ルームを設定する場合がありま

ディスカッション

コーディネーターのまとめ
　スポーツ界に女性役員が登用される
事で、まず、女性アスリートや関係者
が抱える多様な問題・課題解決（更衣
室・洋式トイレ・託児サービス、生理
関連対応などハード・ソフト両面）へ
の認識や対応への意思決定にスピード
感が増すことは間違いありません。も
ちろん、ただ女性役員を増やすだけで
なく、その役割を認識し、老若男女、

外部識者問わず、それぞれの立場から
それぞれの視点で組織の持続的な発展
のために尽力することが重要です。多
様な意見を吸い上げ、スポーツを通し
て楽しさや生きがい、幸福感を実感で
きる環境整備やまちづくりの推進に向
け、ぜひ皆さんにもご協力いただきた
いと思います。
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す。官の役割は、実施主体として積極
的に進めていくよりも、ルールや場の
設計者となって関わり、そこへ民間の
方々がアイデアを持ち寄り、連携しな
がらスポーツを推進していくというス
タイルが想定されています。
　分かりやすいイメージとして、地域
スポーツコミッションを作る際に想定
される、様々な地域団体の連携の在り
方が挙げられます。地方自治体の他、
体育協会やスポーツ指導者、レクリ
エーション協会、観光産業、企業、大
学、地域スポーツクラブ、メディア等
が一堂に会し、連携する手法です。た
だ、ここで情報共有させていただきた
い事は、「民間」には様々な種類があ
り、それぞれ異なる特性や思いを持っ
ているという点です。国や地方自治体
に対比して「民間」という文言がよく
使われますが、実際には、営利企業等
の「私的セクター」と、NPO 等の「共
的セクター」があります。前者は主に
ビジネス志向ですから、利潤を上げて
組織を回す事に主眼が置かれ、後者は
住民参加によるボランタリーな運営が

　「連携」や「協働」は、近年の政策
文書では再頻出ワードと言えるほど多
く使われており、第 3 期スポーツ基
本計画の中でも、152 回使われていま
す。スポーツ基本法の第七条には「国、
独立行政法人、地方公共団体、学校、
スポーツ団体及びスポーツ、文化芸術
その他の分野の民間事業者その他の関
係者は、基本理念の実現を図るため、
相互に連携を図りながら協働するよう
努めなければならない。」と定められ
ており、これまでのスポーツ基本計画
においても、「パートナーシップ」や

「産官学民によるオールジャパン体制」
といった文言で連携が表現されていま
した。第 3 期スポーツ基本計画の中
には、「スポーツの主役は国民であり、
国民に機会を提供する地方公共団体や
スポーツ団体、民間事業者等が基本計
画の主役である。」との文言が記載さ
れていますが、これは言い換えれば、
皆で連携して進めましょうという意味
だと捉える事ができます。昨今の行財
政事情を踏まえると、行政にはやりた
くても出来ない事柄がたくさんありま

ラリンピックでのメダル数、スポーツ
市場、スポーツ・健康まちづくりに取
り組む遅行公共団体数、国際貢献事業
の裨益者数、国際競技連盟等の役員数
等について、数値が掲げられていると
ころです。第 1 期基本計画と並べて
みると、スポーツでアプローチしたい
事が丁寧に加筆されるあまり、ちょっ
と欲張った計画になっているように感
じられます。
　特に注目すべきは、近年のスポーツ
政策では、スポーツ実施率や競技力向
上といった表現に加え、スポーツ以外
の他領域、他分野に関する目標が強調
されている点です。スポーツそのもの
の価値を大事にしつつ、より重要視さ
れているのは、スポーツが他の領域と
いかにつながるかという視点です。こ
の動きは、日本だけでなく、世界的な
傾向としても広まっているところで
す。
　問題となるのは、それらの目標をど
のように実現させていくかです。そこ
で大事になるのが、二つ目のポイント
では「連携・協働」だと考えています。

白鴎大学教育学部 教授

　これまでのスポーツ基本計画を見て
みると、スポーツそのものが有する価
値を基本としつつ、社会課題の解決と
いう文言に象徴されるように他分野へ
の貢献、社会活性化への寄与といった
働きが、期を重ねるごとに求められる
ようになってきました。その考え方自
体は理解できるものの、政策実現のた
めには、スポーツを取り巻く周辺領域
との連携や協働が必要となります。実
際、総合型地域スポーツクラブや部活
動の地域展開の取組等、地域において
は様々な試行錯誤が繰り返されてきま

した。
　また、本分科会のテーマである「ス
ポーツの価値」に対する認識について
は、十分に実感されているのかという
疑問があります。スポーツ庁が行って
いる世論調査の結果を見ても、多くの
人々にとってスポーツは、未だに健康
体力づくりとか身体的な問題の改善と
いった限定的・手段的で個人的な価値
を得るために行われるものだという認
識なのかもしれません。
　「連携と協働」についても同様です。
多様な価値観を有する住民が混在する

地域環境において、協力して事業を進
める仕組みをつくるためには、ある程
度の価値観の共有や、組織化・事業化
のきっかけとなるような仕掛けづくり
等の「技術」が必要となりますが、そ
れらへの対応は必ずしも十分だったと
は言えません。
　この分科会では、地域スポーツに期
待される「新しい価値」の実現に向け
た連携・協働の在り方、考え方につい
て検討し、新たな地域スポーツ推進シ
ステムの可能性や課題を皆さんと一緒
に議論したいと思います。

再認識される「スポーツの価値」の実現
を目指したスポーツ関係者の連携と協働

第2分科会

コーディネーター

藤井 和彦

中央大学商学部 准教授

関根 正敏

　私からの報告の狙いは、今日のス
ポーツ政策の在り方を問い直しつつ、
スポーツによる価値創出の方法につい
て考えていく事にあります。ポイント
は二つです。一つ目は、スポーツによ
る「多様な価値」について、政策的に
関心が高まってきているという動向が

あります。二つ目は、その多様な価値
を実現するために「連携・協働」が必
要だという事です。
　まずポイントの一つ目、スポーツに
よる「多様な価値」への政策的注目に
ついてお話しします。第 2 期スポー
ツ基本計画がスタートした 2017 年、
文部科学省が作成した YOU TUBE 動
画に掲げられていたキーワードには、

「競技力向上」や「障害者スポーツ」、「子
供の体力」の他にも、「成長産業化」、「地
域活性化」等、スポーツそのもの以外
の価値が盛り込まれていました。こう
した傾向は、ここ 10 年ほどでより顕
著になってきています。

　数値を含む成果指標も増加してお
り、第 1 期計画では 8 項目でしたが、
第 2 期では 20 項目に上っています。
第 3 期計画の重点施策としては、持
続可能な国際競技力の向上や共生社会
の実現、多様な主体によるスポーツ参
画の促進、スポーツを通じた国際交流・
協力、大規模大会の運営ノウハウの継
承、スポーツに関わる者の心身の安全・
安心保証等が挙げられています。そし
て具体的な目標設定としては、スポー
ツ実施率、運動・スポーツを継続した
い子供、子供の体力、障害のある児童・
生徒の体育授業への参加、スポーツ団
体の女性理事の数、オリンピック・パ

パネリスト❶

スポーツによる価値をどのように産み出すのか
～スポーツ政策における「連携」を問い直す～
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きる確率が変わってしまう、また、ス
ポーツへのアクセスと非認知能力の高
まりとの間には正の相関があり、非認
知能力の向上は認知能力にも相乗効果
を及ぼすといった内容が書かれていま
す。これからは、スポーツの受け皿が
しっかりした地域と、そうではない地
域に住むかによって、スポーツへアク
セスできる権利が変わるという、第 2
の格差という事態が生じかねません。
市としては、四苦八苦しながらも、子
供を主人公と捉えた上で、しっかりと
取り組んでいきたいと考えています。

「市民が主役」の
スポーツツーリズムに向けて

　次に、矢板市スポーツツーリズム推
進事業について、御説明します。市の
スポーツツーリズムは、冒頭でお話し
したフットボールセンター誘致の成功
をきっかけに取組が始まりました。問
題提起としてお話しするならば、ス
ポーツツーリズムは、何のためにする
のかが問題です。
　令和 6 年、スポーツに関する市の
経済効果は、約 12 億円でした。実は、
このうち 11 億円は市内に 3 か所ある
ゴルフ場の利用に関するお金です。つ
まり、ゴルフ以外の経済効果は、1 億
円程度にとどまっているのが現状です。
　また、市では、スポーツ大会開催報
奨金や合宿促進事業報奨金という仕組
みを作っています。これは、矢板市文
化スポーツ複合施設を使って大会や
合宿をしてもらった団体や組織に対
し、利用料の減免等の補助を行うもの
です。これを改めて考えると、市民か
ら預かった税金等のお金を、市外の方
のおもてなしに使うというスキームに
なってしまいかねません。市の事業と
して行う以上、やはり市の経済が潤っ
たり、市民のためになる仕組みを考え
る必要があります。例えば、市を訪れ

ています。部活動は、教育課程外の活
動として、現在も学習指導要領の中に
生き続けています。この事業は、元々、
教職員の負担を軽減するという観点か
らスタートしたと認識していますが、
改めてこの取組の主人公は誰かと問い
直せば、それはやはり生徒だと思いま
す。顕在化した課題を解決しようにも、
地域の受け皿には限界があります。そ
こを突破するために、もっとリソース
を割いてくださいと地域へお願いし続
けるのか、あるいは部活動の教育的価
値に着目し、学校現場として部活動に
対して何ができるかを捉え直すのか。
首長として、矢板市においてどういう
教育をすべきか、どのような街づくり
を進めていくかというビジョンやミッ
ションにも関わる課題として、考えて
いく必要があります。
　矢板市では、首長部局においてちょ
うど教育大綱を練り直しているところ
です。その中では、認知能力と非認知
能力の向上が大きなテーマとなってお
り、特に非認知能力を高める上で、ス
ポーツは間違いなく主役級の役割を担
うと考えています。その重要な事柄に
関して、生徒不在で議論が進む事だけ
は避けなければいけません。筑波大学
の清水紀宏先生が書かれた「子どもの
スポーツ格差」という著書には、所得
の多寡によってスポーツにアクセスで

事業の目的は、一定程度、達成できて
いるように感じています。
　一方、事業を通じて見えてきた課題
も少なくありません。指導者の確保、
安全・安心な活動の場、平日の学校部
活動と休日の地域クラブ活動との連
携、地域指導者の負担、保護者の負担、
適切な活動時間の設定、生徒数の減少、
といった課題があります。こうして並
べてみると、この取組がスタートする
時点で想定あるいは懸念されていた課
題が、そのまま現出した格好になって
います。
　今後に関しては、まず事業拡大の面
でいうと、種目数の拡大や県立学校と
の連携、あるいは市内各スポーツ団体・
連盟・協会との連携の可能性を探って
いくよう検討を進めています。また、
課題解決の面では、指導者報酬の財源
確保、指導者の数や指導力、安全性の
確保、メールシステムの導入や連絡体
制の確立、活動場所や設備・機会の提
供について、検討しています。
　このように、市としては、今後も段
階的に平日・休日の部活動、そして文
化部も含めた全部活動の地域展開を来
年度から進めるよう、力強く取り組ん
でいるところです。
　その一方で、この事業を通じて、部
活動がもつ教育的な価値を、もう一度
捉えなおすべきではないか、とも感じ

葉だけではピンとこない、もっと具体
的な何かがあるのだと思います。そう
した現場の人の思いを汲み取り、つな
ぎ、新しい動きを作っていく事が必要
です。
　住民組織に何かを任せる時、結果的
に失敗してしまう事はあり得る事で
す。そこで「この仕組みは駄目でした」
という評価にしてしまってはいけませ
ん。大事なのは、次に同じ失敗を繰り
返さないようにする事です。様々な団
体、組織がつながり、チャレンジして
何かを成し遂げたプロセス自体をしっ
かりと評価し、振り返り、学習を積み
重ねていく事が非常に重要です。連携
をする際には、集まる人々の思いをす
くい上げていくこと、形だけではない、
彩りと熱が詰め込まれたネットワーク
を作り、協働していただきたいという
のが、私の発表に込めた願いです。

ツ団体だけで取り組んだ場合にたどり
着ける価値には限りがあり、多様で幅
広い価値を実現するためには他団体と
の連携は、効率的な道筋と言えます。
　さらにいうと、地域スポーツ研究の
蓄積によって明らかになってきたの
は、政策を推進する側、すなわち「官」
と、それを引き受ける側、すなわち「民」
との間には、視野の先ににあるものが
異なる事があるという事です。他者と
連携する時、連携する人の思いを大事
にする事は、とても重要です。人には
それぞれ、何を大事にしているのか、
動きたい理由があります。例えばクラ
ブ作りに取り組んでいる方は、一見す
るとミクロなのだが、自分自身にとっ
ては身近で重要な理由を持っている場
合があり、それが大事だから動いてく
れるわけです。それはおそらく、大局
的に語られる「地域活性化」という言

主に想定されています。それらの内、
どちらを重視するかによって進め方は
かなり異なりますし、おそらくは両者
をミックスして進めていかなければな
らないのかもしれません。いずれにせ
よ、そういった視点を持ちながら、協
働の場を作っていく事が重要なのだと
思います。

より良い「連携」は
プロセスの適切な評価から

　これまでお話しした事をまとめま
す。行政領域の縮小が余儀なくされる
昨今、政策推進を巡っては営利セク
ターと非営利セクターとの連携は不可
欠です。更に言えば、多様化する政策
課題、政策目標のアウトカムを考えた
時に、つながらないとそこまでたどり
着くのは困難なのが実情です。スポー

矢板市における「部活動の地域展開」と
「スポーツツーリズム」の実現に向けて

栃木県矢板市 市長

森島 武芳

　私からは、スポーツの価値のうち、
教育的な価値と経済的な価値の二つに
ついて、お話しします。自治体の首長
として活動しているので、学術という
よりは、まちづくりとの接合点を意識
しつつお話ししたいと考えています。
　矢板市は、栃木県北部に位置する人
口 3 万人弱の自治体です。スポーツ
に関しては、直近の国民スポーツ大会
でもサッカー会場になる等、サッカー
に関する歴史が深い地域です。市の中

心部には、県サッカー協会が推進する
フットボールセンターを誘致し、矢板
市文化スポーツ複合施設として活用し
ているところです。
　まずは、矢板市が実証事業として取
り組んでいる、部活動の地域展開につ
いて御紹介します。市では、当初は地
域移行と呼ばれていましたが、部活動
の地域展開に関するモデル事業に選ば
れ、5、6 年前から取り組んできました。
活動場所は、市立矢板中学校と市立片
岡中学校です。もう 1 校、県立中学
校もありますが、今回はこの 2 校に
ついてお話しします。運営団体は、総
合型地域スポーツクラブの「たかはら
那須スポーツクラブ」です。教育委員
会と首長部局との役割を整理し、今回
は直営ではなく、運営委託という手法
を取りました。

　種目としては、サッカーや弓道、ソ
フトテニス、バスケットボール、卓球
があり、元々総合型クラブで活動して
いた方が指導するケースや、地域で
眠っていた指導者へ総合型クラブを経
由して依頼するケース等、様々な形で
展開しています。
　実際に活動してみた感想について、
生徒と教員それぞれにアンケート調査
を行いました。生徒に関しては、「体
力・技術が向上している」や「指導が
分かりやすい」、「他校の生徒と交流で
きるのが楽しい」といった回答が多く
なっていました。また、教員に関して、

「自身の負担軽減につながったと感じ
るか」という問いに対しては、「非常
に感じる」という回答が 6 割を超え
ていました。この結果を見ると、元々、
地域移行という形でスタートしたこの

パネリスト❷
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小学校、中学校の授業を通じてたくさ
ん学ぶ事ができると思います。しかし、
未履修とは言わないまでも、しっかり
とカリキュラムに取り入れられている
学校とそうでない学校があるため、教
育委員会等でチェックする必要がある
のではないでしょうか。その役割を全
うしてこそ、部活動に携わっていただ
いたほうがよいかと思います。
関根　一つ目に関しては、いざ連携を
するとなると、仕事量が一気に増える
イメージがあり難しいとは思います。
まずは話す事から始め、軽い部分から
着手したり、途中で止める事を許容す
るような雰囲気づくりが大事だと思い
ます。
　教員の役割については、御指摘の通
りだと思います。本分を果たした上で
子供たちのウェルビーイングを達成す
るために何ができるかを考えるという
筋を外してはいけないと思います。
森島　行政の敷居の高さについては、
私自身反省しなければならないと感じ
ています。お互いに相手の立場に立っ
て対話する事が重要だと思います。
　二つ目に関しては、極論すると、部
活動を学習指導要領から削除するかど
うかというテーマだと感じています。
現状、要領に掲げられている以上は、
学校側として一定の量的、質的な担保
が求められると思います。お互いに各
論から入るのではなく、子供のためと
いう総論から議論を始めると好循環が
生まれるのではないでしょうか。

意識改革が必要になる
と思うのですが、どう
やって変えていくべき
でしょうか。
関根　コ ー デ ィ ネ ー
ターに関しては、おっ
しゃる通りです。市民
教育や市民活動の領域
ではコーディネーター
の育成がよく掲げられ

ているのですが、スポーツでは、あま
り語られていません。そうした分野の
方が、スポーツとそれ以外の領域とを
つないでくれるようになると、人々の
意識は変わってくると思います。
　新しい価値の浸透に関しては、これ
もやはり外部の世界と接する機会を
数多く設ける事が大事だと思います。
例えば、e スポーツやアダプテッドス
ポーツの体験会を実施する等、緩い形
でも構いませんので、我慢してやり続
ける事が大切です。
質問者　私が住む地域でも、行政から
総合型クラブやスポーツ協会へ「連携
したい」と持ち掛けられますが、役割
の整理がされておらず、何をしたらい
いか明確でないため、困っています。
行政は敷居が高く、指定管理の問題も
あるため、立場的に弱い部分がありま
す。
　もう一つは、学校教員の役割に関す
る質問です。子供たちは、生涯スポー
ツ等々、スポーツの価値については、
学習指導要領の通りに指導されれば、

だと思います。
　そう考えたとき、「地域移行」の名
残を色濃く残した現状のスキームだけ
ですと、図でいう所の取組②の方向へ
進んでしまうおそれがあります。改め
て学校の中で何が必要かを考え直し、
学校から外へ出してしまうのではな
く、学校の中に地域が入ってくるとい
う考え方を持つ事で、取組②を取組①
へと昇華させる方法論を探っていきた
いと考えています。
藤井　今のお話は、関根先生がおっ
しゃった、政策を推進する「官」とそ
れを引き受ける「民」とでは視野の先
にあるものが異なる、という問題意識
と重なるように思います。
関根　「官」が設定する課題は、得て
して、地域活性化や経済力向上といっ
た皆に分かりやすいキーワードになり
がちです。一方、「民」のほうは、例
えば、サッカーの指導者であれば「こ
の技術を教えたい」といった、もう少
し具体的な課題を持っています。その
価値観を否定するのではなく、共通項
を見つけたり、若干の妥協をしたり、
話し合いを重ねる中で意思統一が出来
たとき、物事は進み始めるのだと思い
ます。
質問者　連携や協働には、様々な思い
や価値観を持つ団体を結びつけるコー
ディネーターが必要だと思いますが、
いかがでしょうか。
　またスポーツの新しい価値を広めて
いくためには、従来の価値観からの

藤井　関根先生、営利セクターと非営
利セクターとの連携は不可欠との発表
でしたが、連携の具体的なイメージに
ついて、もう少し御説明いただけます
か。
関根　森島市長がお話された学校部活
動の地域展開を例に取れば、学校が非
営利セクターに当たり、学習塾や子供
のサッカー教室、ビジネスとしてト
レーニング指導をしている方等が営利
セクターに当たります。子供や教育等、
一定のイシューに対して関心を持つ地
域の人たちが集まり、ディスカッショ
ンするような場づくりが必要なのだと
思います。
藤井　森島市長、今の関根先生のお考
えを実践するとなったとき、市の規模
感をどう考えますか。推進しやすい面、
困難な面の両方あるかと思います。
森島　現在の矢板市の取組において
は、地域、各団体の皆様にお力添えい
ただき、何とか進められていると思い
ます。ただ、地域のプレーヤーが限ら
れてくると、ある方のライフスタイル
が変わって従来の活動が難しいとなっ
た場合、全体に及ぼすインパクトが非
常に大きくなってしまう事がありま
す。実際、業務委託からさらに再委託
という形になっている構造もあるた
め、資源という意味では、規模が小さ
ければ機動性はありますが、資源の限
界を感じる事もあります。
藤井　必ずしも都市部が資源豊富とい
うわけではないかもしれませんが、総
合型地域スポーツクラブでいえば、構

成員個人の面と組織的な面で駒不足と
いう認識はありますか。
森島　「不足」と断言する事は難しい
ですが、いろいろな接点を持つ中で、
困っておられたり、大変な状況の中で
力を貸していただいているという感覚
を持っています。
藤井　関根先生は、矢板市の事例に関
して、研究対象として関わっていらし
たと思います。この取組に対するコメ
ントをお願いします。
関根　矢板市には 5 ～ 6 年前に行っ
た思い出があり、森島市長のお話を懐
かしく拝聴しました。矢板市の取組の
特徴的なポイントは、車で例えるなら
エンジン、駆動部分を初期段階でしっ
かり作れた、見つけたところにありま
す。丁寧に活動してきた地域の人材を
核にして取り組んだ事で、課題があり
ながらも、前に進む事が出来ているの
だと思います。地域スポーツコミッ
ションに関しても、地域おこし協力隊
の方々をネットワークに入れ「自転車
を活用したまちづくり」を打ち出す等、
まずはエンジン役となる人を上手に取
り込んでいるという印象があります。
　森島市長に伺いたいのは、動き出し
た事で様々な課題が浮かび上がったと
いうお話でしたが、次にどのようなス
テップをお考えでしょうか。
森島　現在の部活動の地域展開に関し
ては、受け皿づくりという課題はある
ものの、我々としても可能な限り御支
援しながら、地域と一緒になって進め
ていく、さらに加速させていきたいと

考えています。
　一方で、先ほど申し上げた、教育的
な価値あるいは非認知能力が高まる価
値といった観点からすると、地域で全
てを賄うには限界があるため、学校と
して、何ができるかを改めて捉え直す
必要があると思います。皆様にも御記
憶があるかと思うのですが、学校部活
動には、技術の向上だけではなく、精
神的な価値を学ぶ機会が少なくありま
せん。例えば、物事がうまくいかなかっ
たとき、顧問の先生との「今、全員気
持ちが緩んでなかった？どうやればう
まくいくか皆で考えて、答えが出たら
教官室に来て」といったやり取りは、
教育に携わる活動だからこそ出来る方
法かと思います。そうした価値は、絶
対に絶やしてはいけないので、制度上、
どのように担保しながら進めていける
か、考えています。
藤井　森島市長は、ご自身のホーム
ページにおいて、図を用いて政策の軸
について発表しておられます。学校部
活動の未来像について、この視点から
少しお聞かせいただけますか。
森島　私自身、中学生、高校生の頃は、
競技力の向上をモチベーションとして
スポーツに取り組んできました。しか
し、今振り返ると、非認知能力に関わ
る価値が体の中にしっかりと残ってい
る感覚を強く持っています。それが私
の問題意識のスタートです。これから
ますます AI が台頭する社会の中、人
間が仕事として最もパフォーマンスを
発揮する源泉となるのは、非認知能力

コーディネーターのまとめ
　全体会で、パラスポーツは能力に合
わせて設計できるので協働や共生が進
めやすいというお話がありました。地
域スポーツも同様で、本来、地域の実
情に合わせて設計されるべきものであ
るはずです。地域の資源をうまく調達、
統合し、課題の解決につなげるよう、
合意を形成する事が必要です。

　また、スポーツ実施率の向上といっ
た数値目標はアウトカム、いわゆる波
及効果であり、日々の取組の中で意識
する事は難しいと思います。まずは目
の前の課題に目を向け、一つ一つの実
践における取組が重要であり、その積
み重ねが最終的なアウトカムにつな
がっていくのだと思います。

る方々と市民が交流する等、市民にも
メリットがあるような状態を作ってこ
そ、初めて矢板市としてスポーツツー
リズムに取り組む意義につながると考
えています。
　私自身、子供の頃から剣道に打ち込
んできて、スポーツによって人格を形

成してもらったという自覚を持ってい
ます。教育、経済、健康等、多様な価
値を持つスポーツは、自治体として
様々な課にまたがる形で取り組む必要
があるため、市長に就任後、すぐに

「矢板市スポーツ都市宣言～ Sport in 
life,Live with sport ～（生活にスポー

ツを、人生にスポーツを）」を発表し
ました。その中には、スポーツの教育
的価値やスポーツを通じた人のつなが
りという文言を入れ込んでいます。そ
うした価値を大事にしながら、これか
らもスポーツの推進に取り組んでいき
たいと考えています。

ディスカッション
過去・現在・未来の考え方について
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　福光スポーツクラブは、富山県南砺
市の福光地域にあります。地域の人
口は約 15,000 人、65 歳以上人口は
6,289 人で、高齢化率は 37.7% となっ
ています。地域は 11 地区に分かれ、
中でも山間地域の高齢化率は 50% 近
くに及びます。
　福光地域で行っている貯筋運動につ
いて、御説明します。私たちのクラブ
では、「ふくみつ貯筋プロジェクト」
と題し、地域の各所で教室を展開して
います。貯筋運動にコグニサイズ等の
運動を取り入れた 50 分～ 60 分の内
容で、笑いや楽しさを提供し、運動の
継続につなげています。

「ふくみつ貯筋プロジェクト」で
高齢化率の高さに立ち向かう

　私たちは総合型クラブとしてどのよ
うな形で地域貢献できるのか、再確認
をするために SWOT 分析を行いまし
た。福光スポーツクラブには、職員に
健康運動指導士等の有資格者が多い、
という強みがあります。それを生かし
て、「地域の高齢化率が高い」という
脅威に立ち向かうために、「ふくみつ
貯筋プロジェクト」を推進していく事
になりました。現在、地域づくり協議
会、健康・体力づくり事業財団、富山
県・南砺市、他地域の総合型クラブな
ど、地域との様々なつながりを生かし

つつ、プロジェクトを実践しています。
　中でも重要な鍵となる団体が、地域
の健康づくりを支える「南砺市ヘルス
ボランティア」です。当クラブで初の
貯筋運動ステーション事業を開催した
際、たくさんのヘルスボランティアに
参加いただきました。そして貯筋運動
の良さを実感いただき、それぞれの地
域に持ち帰って実施するなど、現在も
貯筋運動の普及に携わっています。ま
た、開催費用補助の面では、富山県南
砺市からも様々なサポートをいただい
ています。
　福光地域における貯筋運動は、まず
平成 26 年、石黒地区において介護予
防事業という形でスタートしました。
翌 27 年、私が貯筋運動指導者研修会
を修了し、当クラブで貯筋運動教室が
スタートしました。28 年には貯筋運
動ステーション事業を受託、29 年に
はクラブのもう１人の指導者も貯筋運
動指導者を修了し、現在は 2 名体制
で各地域を回り、教室を行っています。
同じ 29 年には貯筋運動サテライト事
業を受託、平成 30 年には富山県のサ
ポート事業も生かして温泉施設での貯
筋運動教室を開催するなど、普及と実
践は順調に進んでいました。
　しかし、令和 2 年、新型コロナウイ
ルスの蔓延により、運動規模の縮小や
中止が相次ぎました。しかしその結果、
令和 3 年になると、「コロナ禍で低下
した体力を回復したい」と貯筋運動へ
の需要が高まっていき、教室の受講生
や講師派遣の数が増加しました。その
後、地域の各地区に貯筋運動が広がり、
令和 4 年には南砺市で全国初の貯筋運
動普及研修会が開催され、市内の総合
型クラブにおいて貯筋運動の認知度が
高まり、その後のさらなる普及につな

がっていきました。昨年は 2 度目とな
る貯筋運動サテライト事業を受託し、
山間地域である南砺市の平地域、南蟹
谷地区でも事業を開始しました。南蟹
谷地区のメイン会場としていた交流セ
ンターは、遠い集落からは 4 キロほど
離れていて交通網もなく、通えない方
が多かったため、地域からの要望に応
えて 4 回目からは各地区の公民館で
巡回教室を実施しました。巡回するこ
とで多くの方に参加いただけたのです
が、やはり交流センター近くの方は複
数回参加できても、遠い集落の方は巡
回時の 1 回のみという方が多く、継続
的に参加いただくためにはさらに工夫
が必要という課題が見つかりました。

貯筋運動はクラブと住民の
ボランティアリーダーとで普及、
地域の健康づくりに貢献

　現在、クラブの主催事業としては、
福光体育館、東部体育館、そして福光
地域の 8 地区で定期的に貯筋運動教
室を実施しています。そのほか、市の
介護予防事業や老人クラブ、介護施設
等の依頼で普及活動を行い、地域全体
で約 500 名が貯筋運動を実践してい
ます。
　収益については、クラブの主催教室
に参加するためには会員登録を行って
いただくので、会費収入と受講料収
入があります。また、地域づくり協
議会への派遣の際は、派遣料として 1
回 5,000 円をいただいています。年間
180 回程度の派遣で 1 年間の全体収入
は約 200 万円、これは当クラブの教室
事業収入の約 6 分の 1 を占めています。
　ここで、サテライト事業開催後、自
主的に活動を継続している「東太美週

北翔大学特任教授／鹿屋体育大学名誉教授

　本日のテーマは「貯筋運動」です。
元々は東京大学名誉教授、鹿屋体育大
学元学長の福永哲夫先生が「動ける日
本人育成」を目指して考案され、地域
貢献プログラムとして普及振興に携わ
り、現在では様々な地域で実践されて
いる運動です。
　「貯筋」について、簡単に御説明し
ます。大腿前部や腹部の筋量減少は中
高年期から問題となってきますが、特
に膝屈曲筋力あるいは膝伸展筋力など
は、20 歳 を 100 と し た 場 合、50 ～
60% まで低下すると言われています。
年齢差や個人差はあるものの、大腿前
部は 1 年間に 1% 程度減少し、体重
1kg 当たりの筋肉量が 10g を切ると自
立歩行が困難になるとされています。
　厚生労働省が公表した「健康づくり
の た め の 身 体 活 動・ 運 動 ガ イ ド
2023」では、筋力トレーニングの実
施により、心血管疾患、全がん、糖尿
病、 肺 が ん の 発 症 リ ス ク が 10% ～
17% 低くなる、とされています。筋
力トレーニングには、器具を使った
ウェイトトレーニングや、自分の体重
を負荷として行う自重型トレーニング
などがありますが、我々は、高齢者が
いつでもどこでも気軽にできる事か
ら、自重型トレーニングを推奨してい
ます。
　貯筋運動には座位と立位のプログラ
ムがあり、椅子座り立ちや腿上げなど

それぞれ 5 種目を、歌に合わせて 16
回× 2 セット行います。座位、立位
ともに 4 分程度で終わるものです。
　現在、公益財団法人健康・体力づく
り事業財団では、総合型地域スポーツ
クラブ（以下、総合型クラブと言う。）
で貯筋運動を指導するモデル事業「貯
筋運動ステーション」を推進しており、
これまでに 43 都道府県、156 の総合
型クラブで実践されてきました。
　貯筋運動のもう一つの特徴として、

「貯筋の残高チェック」と称する体力
測定を行っています。内容は 3 種類
あり、一つ目は椅子座り立ち 10 回に
かかる秒数を測ります。二つ目は上体
起こしで、30 秒間で出来る回数を測
定します。三つ目は 5 ｍを何秒で歩
けるかを測ります。貯筋運動の介入プ
ログラムはだいたい12週間で、スター
ト時と 12 週間後に体力測定を行って
います。例えば平均年齢 70 歳、26
名の平均値を見ると、椅子座り立ちテ
ストはスタート当初の 16 秒から、12
週後には 8 秒台に記録が向上してい
ます。上体起こしテストも同様に、初
めは 5 ～ 6 回程度だったものが、15
回に増えています。この効果は数値だ
けに限らず、見た目でも明らかに日常

生活動作が改善されています。特に下
肢筋力のパワーが増し、さらにはフレ
イルの人にも効果的との結果が導き出
されました。
　統計だけではなく、実際の変化を動
画で御覧ください。（動画上映）椅子
座り立ち 10 回に 16.1 秒かかった方
が、12 週間後には 9.4 秒に改善され
ました。10.1 秒から 9.0 秒になった
62 歳の女性は、足の動きが非常にス
ムーズになった事が分かります。日常
的に貯筋運動を行っている場合は、
12 週間後、スクワットの姿勢も非常
に安定していました。また、上体起こ
しは高齢者にとってなかなか大変な運
動ですが、介入前には 1 回もできな
かった方が、介入後は 11 回もできる
ようになりました。日常の起き上がり
の動作も、スムーズに行えるように
なっていると思います。上体起こしが
6 回から 15 回に向上した方の場合は、
腹筋がしっかりと運動に適した形に変
化しています。
　ここからは、各地域で貯筋運動がど
のように普及・振興されているのかに
ついて、3 名の方から報告をしていた
だきます。

健康寿命延伸を目指した
地域における健康づくり・介護予防の試み

第3分科会

コーディネーター

川西 正志
NPO 法人　　　  　
福光スポーツクラブ

健康運動指導士／
貯筋運動指導者

小谷 真澄

パネリスト❶

クラブが地域の核となって取り組む貯筋運動による健康づくりの意義
～富山県南砺市における拠点教室と山間部巡回指導の試み～
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実施できない、と言われました。こち
らにどれほど熱意があったとしても、
実現は無理なのだと持ち帰りました。
また、高知市は百歳体操の発祥地とし
て知られていますが、実施に当たって
は道具が必要です。
　試行錯誤の末、自重でできる貯筋運
動を、歩いて通える地域の集会所や公
民館で自主的に実施する事で、地域の
QOL 向上を図る企画を立案し、市の
長寿支援課へ提案しました。当時の課
長さんから、「高齢化は自然現象だか
ら何をやってもあまり変わらない」と
言われましたが、「では放っておいて
良い問題なのか。やるべき事はやりま
しょう」と何度も足を運んで説得を続
けました。その結果、ようやく理解が
得られ、「費用のかかる送迎サービス
なし」、「500 万円以内の予算」を条
件に、企画実現にこぎつけました。

継続に向け徐々に住民の
自主的取組を促す

　そこから実施を希望する地域を探
し、2 か所の公民館から貯筋運動をス

タートしました。現在は 17 か所の地
域で自主的・主体的に活動が行われ、
予算も増額されて 2 名のコーディネー
ターが配置されています。持続・継続
可能な取組と住民の QOL 向上に向け
ては、現場の状況や参加者の感想を知
る事が大事で、コーディネーターと密
な関係を築いて展開していく必要があ
ります。活動は私たちクラブと市の長
寿支援課が行っていますが、地域包括
支援センターでも若がえり体操を実施
しており、そこにもコーディネーター
がいるので、市の各課のつながりや
コーディネーター同士のつながりと
いった横のつながりも重視していま
す。地域の抱える課題に対しては、市
を挙げ官民一体となって考えていく必
要があると思います。
　貯筋運動は、開始後 6 か月間は週
に 1 回、健康運動指導士の指導で実
施します。7 ～ 12 か月目に入ると、
健康運動指導士の指導は隔週となり、
住民が主体的に DVD を使って活動を
行い、徐々に自分たちで継続できるよ
う意識付けを行います。
　筋力を付けるためには食事も大事で

ある事から、運動終了後には自主的に
皆で食事やお弁当を作るようになりま
した。無理なく楽しく体を動かして、
心身を健康に保つ事は、自らの健康管
理を意識するきっかけになります。さ
らに自分の居場所作りができれば、そ
れが生きがいとなり、社会参加への意
欲向上にもつながります。集会所で人
と会い、コミュニケーションを取る事
は適度な精神的刺激となり、閉じこも
り防止や認知症防止の効果も期待でき
ると思います。
　私たちはスポーツで人の輪が広がる
まちづくりと、みんなの健康を考え、
取組を推進してきました。年齢や性別、
立場の異なる様々な人が関わり合い、
より良い関係が築けるよう行政と連携
し、各課、担当コーディネーターと密
に情報共有を図りつつ、地域の健康を
持続・継続できる仕組みを作ってきま
した。今後も住民の生きがいが途切れ
る事のない環境を提供するため、ベス
トセラーではなく、長く住民が安心し
て取り組めるロングセラーの企画を提
案していきたいと思っています。

　結びに、平成 26 年度の貯筋運動開
始から現在まで、石黒地区で長年運動
を継続されている女性を御紹介しま
す。石黒地区のリーダーとして活躍す
るほか、福光地域の様々な団体にも所
属し、ヘルスボランティアの会長時代
には貯筋運動の普及に多大なる貢献を
いただきました。現在、各地域に貯筋
運動が普及しているのも、この方の御
尽力があっての事です。最後に、石黒
地区の貯筋運動の様子を動画で御紹介
します。（動画上映）このように、貯
筋運動は、地域の皆さんの笑顔と健康
づくりの輪を提供しています。

た。

町民の反応が良かった
貯筋運動を採用

　町としてはそれまで、オリジナルの
体操や水中歩行教室など、数多くの介
護予防運動を展開してきました。しか
し、参加者からは「覚えられない」、「難
しい」、「続けられない」といった感想
が多く聞かれました。行政としても、
事業継続のためには適切な評価を行
い、エビデンスを示さなければならな
い現状がありました。何か一つに絞り

　課題の洗い出しを行う一方で、私た
ちは公の施設にとって重要な事は何か
について、模索しました。当クラブは、
平成 14 年の高知国体の際に作られた
バドミントン会場指定管理者として、
総合型のプログラムを提供していま
す。自治法 244 条によると、公の施
設は「住民の福祉を増進する目的を持
つ」とされています。また、社会教育
法の第 5 章「公民館」では、住民の
教養の向上、健康の増進、生活文化の
振興、社会福祉の増進が目的、と謳わ
れています。国体レベルの施設は、住
民の多くにとって、競技スポーツ用と
のイメージが強いと思いますが、福祉
の増進を目的とするプログラムの場合
はどのような点に配慮する必要がある
のか、国体施設を負の遺産としないた
めにはどのような形で活用すべきか、
また郊外型施設に足を運べない方々の
アクセスをどう確保するか等につい
て、クラブ内部で議論しました。各地
へ研修に赴き、様々な情報を得て、例
えばとある運動を展開したいと行政に
相談したところ、2,000 万円程度の予
算と行政職員の研修が必要であるため

予防運動指導者派遣事業を利用し、6
回分の講師料補助を受けて活動を展開
しました。2 年目は 3 回分の講師料補
助を受け、残りは地域づくり協議会が
負担する形を取りました。3 年目には
市の補助を受けず、地域づくり協議会
と参加者の受益者負担で完全自主事業
化に至り、現在活動は 8 年目を迎え
ています。
　「ふくみつ貯筋プロジェクト」の実
践により、地域住民の健康寿命の延伸
と体力向上、地域コミュニティの場の
創出、フレイル予防などが成果として
現れました。

準額も 5,400 円と、神奈川県平均 6,340
円に比べ低い値となっています。
　葉山町が、貯筋運動による介護予防・
地域づくりに取り組んだきっかけにつ
いてお話しします。団塊の世代全員
が 75 歳以上の後期高齢者となる、い
わゆる「2025 年問題」に備え、町と
しても取組を進めなければと考えてい
たときに、平成 28 年、国が「地域づ
くりによる介護予防推進支援事業」の
募集を行いました。これは、高齢者の
通いの場を住民主体で展開していこう
とするもので、この事業に手を挙げた
事が貯筋運動を始める契機となりまし

その内 100 万円の予算で地域課題解
決に取り組みました。様々なところで
ヒアリングを実施すると、例えば高齢
者は体力や健康への不安を抱え、若い
世代にとっては子育て支援環境が整っ
ていないなど、いろいろな課題が浮き
彫りになりました。その結果、我々は
スポーツクラブではあるものの、この
町の「ふ
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あわせ
に」したい、頭文字を取って「ふくし」
を考えた活動をしていこう、との考え
にたどり着きました。
　この時に見えてきた今後の課題とし
て、一つは超高齢社会の問題がありま
した。医療費の増大、介護の問題、コ
ミュニティの希薄化です。もう一つは
少子・高齢化の問題で、こちらは子供
の体力低下、体力の二極化、先生の高
齢化です。まほろばクラブの指導者
も、跳び箱やマット体操の補助要請を
受け、小学校の体育授業で支援を行っ
ています。

住民のふくしのために
やるべきことをやる

1 サロンなごみ」を御紹介します。運
営を担うのは、地域の福祉部会です。
毎週月曜日の午前中、地域の交流セン
ターにて、まずは受付でヘルスボラン
ティアの協力により血圧測定と体力
チェックを行います。その後、前半は
私が指導する貯筋運動、あるいは地域
のリーダーが指導を行う 753（なご
み）体操を隔週で交互に実施し、後半
は健康講座や踊り等、様々なイベント
を行っています。
　このサロンは、まず平成 29 年にサ
テライト事業として実施され、翌年に
サロンを設立、初年度は南砺市の介護

　葉山町は神奈川県の右下、三浦半
島の付け根に位置します。人口は約
31,500 人、高齢化率は 31.8%、神奈川
県平均 26.0％と比べ高い割合を示して
います。一方、調整済み介護認定率は
14.9% と低く、第 9 期介護保険料の基

　高知市の東側に位置する南国市は、
人口 45,548 人、高齢化率約 31% の
町です。
　私たちまほろばクラブは、ミッショ
ンとして「日本で一番地域住民を大切
にする法人である」、「地域振興を地域
住民と共に考え、育て、支えていく」
を掲げています。ビジョンとしては「南
国市内全域のスポーツ、健康増進の拠
点団体を目指す」を掲げ、活動してい
ます。
　貯筋運動で行政と地域が結ばれる
きっかけとなったのは、平成 27 年、
スポーツ庁の「地域スポーツとトッ
プスポーツの好循環推進プロジェク
ト」に、まほろばクラブが四国で唯一
の指定団体となった事です。このとき
に 500 万円ほどの事業費をいただき、

貯筋運動で行政と地域を結ぶ総合型地域スポーツクラブによる介護予防の取組
～高知県南国市における貯筋運動受託事業からの広がり～

貯筋運動普及に向けた 9年間の歩み
～住民主体のサロン活動を支える～

NPO 法人まほろばクラブ
南国　理事長

神奈川県葉山町
福祉課課長補佐

武市 光徳

中込 里子

パネリスト❷

パネリスト❸
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取り組む必要がある、と考えていたと
きに、町民から「貯筋運動が良いらし
い」との情報提供がありました。当時
の担当者が調べてみると、高齢者も気
軽に実践できる筋力トレーニングであ
る事が分かり、まずは町民健康課が単
発の教室を何度か実施しました。参加
者の反応が非常に良かったので、介護
予防として、町を挙げた取組をスター
トさせました。
　普及に向けた仕掛け作りとして、ま
ずは住民の理解を得る事から始めまし
た。地域包括支援センター職員や町の
保健師が、地域のサロンや老人会など
を回って貯筋運動のメリットを説明し
ました。また、町のホームページなど
で貯筋運動の新規団体募集などの周知
をし、広報誌にも貯筋運動を取り上げ
ました。
　活動拠点としては、地域で積極的に
活動するサロンや町内会に声をかけ、

「認知症の見守り機会につながる」、「孤
立予防の効果が見込める」、「補助も付
く」など、地域貢献の意味合いを伝え
て活動の価値を高め、反応の良かった
3 か所から始める事にしました。それ
が平成 28 年で、現在 28 団体、30 か
所にまで広がっています。実施会場は
町内会館をメインに、介護施設の空き

スペースや個人宅も利用しています。
　参加人数の確保に一番効果的だった
のは、地域の口コミでした。お隣さん
がお隣さんを呼び、「誘われて行った
ら楽しかった」などと、参加者がどん
どん増えていきました。男女比は 2 対
8 と、やはり女性が多くなっています。

住民主体の活動に町が伴走

　活動継続のためには行政支援も欠
かせません。まずは参加者のモチベー
ション維持を図るため、町が「貯筋通
帳」を購入し参加者全員に配布してい
ます。また、年に 2 回、筋力測定を実
施しています。さらにはインセンティ
ブとして、貯筋通帳に 6 万円分貯める
と、年 2 枚を上限に 1 枚 500 円の葉
山カードを渡しています。
　葉山町の貯筋運動の場合、住民が
リーダーとなって実施していますが、
継続のためにはその担い手のサポート
も必要です。高齢化による担い手不足
という課題もあるため、フォローアッ
プ講座、リーダーへのサポーター養成
講座などを、町の委託で健康運動指導
士に行っていただいています。また、
年に 2 回の筋力測定の際には必ず保健
師が出向き、一緒に参加する事でリー

ダーの「やらされている」感の解消に
努め、また保健師が健康相談に応じる
事で住民の安心につなげています。
　予算について、貯筋運動の歳入は、
地域支援事業交付金、保険者機能強化
推進交付金、介護保険保険者努力支援
交付金の三つがあります。支出は、貯
筋通帳や葉山カード等の消耗品費とし
て約 16 万円、そして健康運動指導士
派遣などの業務委託料として約 230
万となっています。
　貯筋運動を行う事で行政が得たもの
は、「共生社会の実現に向けたアクショ
ン」につきます。住民の自助・共助の
意識付けにつながり、また、生活支援
体制整備事業との連動により、地域福
祉を考える場ともなっています。そし
て、職員が伴走をする事で地域のニー
ズや課題の把握ができ、さらには介護
給付費適正化の一助にもつながってい
ます。費用対効果はなかなか目に見え
づらいものですが、調整済み介護認定
率の低さからも、運動の利益は大きい
ものと信じています。

総合計画マスタープランの
指標の一つに

　今後の展開としては、葉山町の介護

ディスカッション
川西　スポーツの機会を提供する総合
型クラブは、公益性の高い地域の受け
皿として成立しています。現在、中学
校の部活動の地域展開という課題を抱
え、取組の現状にはなかなか難しいも
のがありますが、そのような中でも特
に高齢者への対策は十分に考えていた
だきたい、というのが私自身の希望です。
　改正されたスポーツ基本法では、ス
ポーツを通じて幸福で豊かな生活を営
むことが人々の権利であるとされてい
ます。いわゆるスポーツによるウェル
ビーイングの向上への期待が掲げられ
ています。その意味からすると、今後、
人々が健康で幸福感や満足度の高い地
域社会を作り出していくためにも、是
非とも貯筋運動を活用していただけれ
ばと思います。
　最後に小谷さんと武市さん、総合型
クラブの経営において一番難しいと思
われる部分をお聞かせください。中込
さんには、自治体で推進する介護予防
事業の中で、指導者確保等の課題につ
いてお話しいただければと思います。
小谷　クラブとして持続可能な運営を
するためには、やはり会員の皆様から
受講料等を頂かなければ、運営もなか
なか難しいところがあります。昨今の
物価高騰の影響もあり、値上げのお願
いをしていますが、行政も地域住民に
対する支援を行っています。65 歳以
上の 1 人暮らしの家庭と、75 歳以上

の世帯に毎月 1,500 円の「お出かけ
支援券」を配布するというもので、そ
れをクラブの受講料として生かす例も
あります。クラブの維持がなければ皆
様の通いの場も継続できませんから、
今後も様々な補助を受けながら継続し
ていきたいと思っています。
武市　現在、私たちとは違う団体で高
齢者健康増進事業、介護予防事業等を
行っているところと、町全体がどのよ
うに整備しながら一体化していくかに
ついて、行政と情報交換を行っていま
す。可能な範囲で徐々に予算を増やし
ながら進めていますが、「もっと運動
をしたいから予算を増やして」という
よりは、おかげさまで「貯筋運動をし
た結果もう少し何かがしたい」と、健
康づくり教室に会費を払って参加して
いただいている高齢者の皆さんがいま
すので、この成果は大きいと思ってい
ます。

中込　地域のサロンのリーダーさんは
役割がかなり重大で、負担になってい
るのではないかと日々心配していま
す。しかし、必ず地域に１人はやる気
のある方がいて、頑張ってくれていま
すが、担い手不足という部分は否めな
いのが現状です。町では現在、1 人だ
けに頼るのではなく、2 人目、3 人目
のリーダー候補に声をかけ、将来的に
頑張っていただけるようサポートする
取組を行っています。このように「伴
走する」事を継続していきたいと思っ
ています。
川西　総合型クラブと自治体とでは進
め方も異なりますが、いかに個々の住
民が満足できるプログラムを作るか、
という思いは共通であり一番の原点で
あると思います。それがなければ、ど
こが推進しようと継続は困難です。今
後とも、それぞれの立場で是非チャレ
ンジをしていってください。

コーディネーターのまとめ
　健康・体力づくり事業財団では、2
日間の貯筋運動指導者研修会を行って
おり、令和 6 年までに 1,328 人の指
導者を養成しています。令和 3 年度
からは、貯筋運動における地域のリー
ダーを育成する 1 日間の貯筋運動普及
研修会もスタートし、これまでに 981
名が受講しています。また、冒頭でお
話ししたように、本財団では、総合型

クラブにおける貯筋ステーションモデ
ル事業を推進していますので、各クラ
ブにも是非チャレンジしていただけれ
ばと思います。
　それぞれの立場から、地域と個人の
ウェルビーイング向上のために適切な
身体活動の普及に取り組んでいきま
しょう。

研究に協力する予定です。
　共生社会のさらなる実現に向け、現
在の取組が介護予防につながると信じ
て、今後も継続して取り組んでいきた
いと思っています。

※「高齢者にやさしいまちづくり」に取り組む自
治体等で構成するグローバルネットワーク。世界
的な高齢化と都市化に対応するため WHO（世界保
健機関）が立ち上げた。

介護保険の事業計画にも、貯筋運動の
普及に向け、実施団体数を目標値とし
て挙げています。現在町は、高齢者に
やさしいまちづくりに向け、エイジフ
レンドリーシティ（※編注）の取組も
推進しており、ここでも貯筋運動を活
用しています。詳細は神奈川県のホー
ムページを御覧ください。貯筋運動の
効果検証については、今後国立研究開
発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の

保険事業計画の基本理念である「お互
いに支え合い、生きいきと健康に過ご
せるまち　はやま」の実現に向け、住
民の理解を得て取組を継続し、より多
くの住民参加を目指しています。取組
を広げるために、行政は部署を超えた
連携が大切になります。関係計画への
位置付けも重要で、葉山町の総合計画
マスタープランでは、貯筋運動の参加
人数を指標として掲げています。また、
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ます。現在、私の話す内容がプロジェ
クターに文字で表されていますが、こ
のように声や音を視覚情報に変えるの
も一つの方法です。身振り手振りの
ジェスチャーも同様です。そして今、
皆さんには本当に静かに聞いていただ
いていますが、このように「聞こえや
すい環境」を作る事も大切です。また、
集団の中で話し始める際には、まず挙
手をして注意を引きます。逆に一対一
の場合には、目と目を合わせてゆっく
りはっきり話をします。そして最後に
大切な事として、必ずしも聴覚障がい

者イコール手話、ではない事を知って
ください。手話がメインの人もいます
が、文字で読み取る人もいます。私の
大学では、新入生が入学してくると、
その半分は手話を知りません。それま
で一般の「聞こえる」人の学校に通っ
ていたからです。ですから教員は、手
話と声の両方を使って授業を行います。
　私からは、「聞こえない」とはどの
ような事を言うのかについて御説明し
ました。この後はデフスポーツの魅力
や現状、東京 2025 デフリンピックに
ついて、2 人から発表してもらいます。

筑波技術大学教授

聞こえないを知る

　本日は、聴覚障がいのある 2 名の
パネリストが登壇します。手話通訳の
ほかに、登壇者の発言がリアルタイム
でプロジェクターに表示されます。「聞
こえない」人に向けた講演などの場合、
このような準備が必要である事を御理
解ください。
　私は、筑波技術大学の体育教員をし
ています。同大学は日本で唯一、聴覚
障がいと視覚障がいのある学生のため
の大学です。その中で私も学ぶ事が数
多くあります。
　まず、「聞こえない」事について御
説明します。聴覚障がいには、「聞こ
えない」だけではなく、「聞こえにくい」
場合もあります。これを大きく二つに
分けると、外耳と中耳に問題のある伝
音性難聴と、内耳に問題のある感音性
難聴に分けられます。伝音性難聴は、
補装具での改善が期待できますが、感
音性難聴は改善するとは限りません。
補装具には補聴器や人工内耳などがあ
り、人工内耳の場合は手術をして埋め
込む必要があります。
　補装具について、これを付ければ聞
こえる、言葉が分かると思っている人
が多くいます。しかし、実際には補装
具だけで音や言葉を取れているわけで
はありません。補聴器を付けても、音

を取る事が全くできない人もいます。
ですから聞こえない人は、相手の口の
動きも見て音を取り、何と言っている
のかを理解します。この事は、聞こえ
ない人たちが「是非分かってほしい」
と思っていることです。
　聴覚障がいというのは、見てすぐに
分かる障がいではありません。耳に補
聴器が見えれば分かる場合もあります
が、補聴器をしない人もいます。また、
声を出して話しているイコール聞こえ
ている、のではありません。本日のパ
ネリストの一人である松元君は、滑舌
の良い喋りをしてくれますが、聞こえ
てはいません。そして、音を取れるけ
れども言葉を聞き取る事は難しい、と
いう人もいます。また、相手と一対一
で接すれば何とかなる人もいますが、
例えば居酒屋など、集団になると難し
くなります。あちらやこちら、いろい
ろなところで誰かが話すと、全く分か
らなくなってしまうのです。
　続いて、ろう者の文化、スポーツの
世界についてお話しします。2025 年
11 月に、「東京 2025 デフリンピック」
が開催されました。デフリンピックと
は、ろう者のスポーツ大会です。
　デフリンピックは、障がい者の世界
大会としては最も歴史のある大会で
す。パラリンピックは、もともとリハ
ビリテーションから始まったものです
が、デフリンピックは当初から競い合

い記録を狙う事、そしてコミュニケー
ションを目的としてスタートした大会
です。かつてデフリンピックには、聴
覚障がいのある子供たちが通うろう学
校卒業生であれば、誰でも参加できま
した。しかし、一般校に学ぶ聴覚障が
い者が増え、聴力の程度もまちまちに
なってきたため、1979 年から聴力検
査の結果を提出しないと出場できなく
なった、という歴史があります。聴力
検査は大会前に大会本部へ提出するほ
か、大会中にも抜き打ちで検査があり
ます。
　また大会中、参加者は競技場、練習
場などで補聴器や人工内耳を外さなけ
ればいけない、という規則があります。
付けていれば失格となり、試合に出場
できません。ですから参加者は、全く
聞こえない状態で試合を行います。そ
のため、参加者には、コミュニケーショ
ン上の困り事がたくさんあります。例
えば陸上競技の場合、スタートのピス
トル音が聞こえません。サッカーのレ
フェリーが吹く笛の音も聞こえませ
ん。試合中の監督やコーチの指示も全
く聞こえず、味方同士の声も聞こえて
きません。
　また、集団で話す時も、手を挙げて
名前を言ってから発言してくれなけれ
ば、誰が話したのかが分かりません。
とはいえ、例えばサッカーの試合で
ハーフタイムにロッカールームへ戻っ

スポーツがもたらす可能性について
～デフアスリートからみたスポーツの価値を考える～

デフサッカー選手／
東京 2025 デフリンピック

日本代表

たとき、皆興奮していますから、手を
挙げて「中島です」と言ってから、「さっ
きのプレーは…」などと冷静に話せる
ものではありません。
　加えて、聴覚障がい者は相手の口の
動きを見て話の内容を理解するので、
後ろ向きで話をされると理解できませ
ん。マスクをされた場合も同様です。
ですから、コロナの期間中は聴覚障が
い者が皆、本当に大変な思いをしまし
た。
　ここからは、聞こえない人のコミュ
ニケーションの工夫についてお話しし

第4分科会

コーディネーター

中島 幸則

松元 卓巳

　私からは、デフサッカーについてお
伝えします。デフサッカーとはシンプ
ルに耳の不自由な人がするサッカーで
す。人数は 1 チーム 11 人、試合時間

は前半45分・後半45分・合計90分と、
こちらは聞こえる人のサッカーと同じ
です。
　試合中には補聴器を外さなければい
けません。私自身、補聴器を外すと全
く何も聞こえなくなります。もちろん、
審判の笛の音も聞こえないので、「見
える情報」で合図を送ります。具体的
には審判が旗を振り、更にグラウンド
の周りにもボール拾いを兼ねて旗を
持っている人がいて、審判が合図をし
たのと同時にその人も旗を上げるルー

ルとなっています。見た目には普通の
サッカーですが、ルールとして旗を
使った工夫をしている、というのがデ
フサッカーです。
　私のデフサッカーとの出会いは高校
時代です。私自身、生まれつき耳が聞
こえませんが、当事者でありながらデ
フサッカーを知りませんでした。鹿児
島実業高校に進学し、サッカー部に所
属していた 2 年生の時、サッカー部
のジャージを着て買い物に行った際、
たまたまろう者サッカー協会の役員が

スポーツの魅力（デフスポーツ）

第4分科会

※本分科会における「障害者」の表記については、固有名詞として使用されている「障害者」以外は「障がい者」とする。

パネリスト❶
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サッカーと違い、球が絶対に自分のと
ころへ返ってくる気持ち良さと、ボー
ルがラケットに当たる感覚に惹かれた
からです。
　デフ卓球を始めたのは、中学 1 年
生の頃です。日本ろうあ者卓球協会か
ら合宿に誘っていただいた際に、元世
界チャンピオンの講演を聞き、その時
にデフリンピックという言葉を初めて
目にしました。その時点ではまだ「そ
んな大会があるんだ」と、憧れのよう
な形でしか思っていませんでしたが、
その後初めてデフ卓球の大会に出場し
たところ、いきなり全国大会で 3 位
入賞という結果を残す事ができたので
す。そこで、「デフリンピックを目指
せるのではないか」と考え始め、メダ
ルを取りたいという気持ちが芽生え、
デフリンピックが憧れから目標に変わ
りました。
　次に、卓球とデフ卓球の違いについ
てお話しします。双方の動画を見てい
ただき、イメージしてみてください。

（動画上映）
　何となく分かった、という方はどれ
ぐらいいらっしゃいますか？まあまあ
いますね。聞こえる人の卓球の場合は、
音で判断をする部分もあるので、あま
りブレがありません。一方、デフ卓球
は補聴器を外してプレーするため、全
く音のない状態となります。そこで目
と体のリズムを使って判断をする事に
なり、ブレが生じます。ですから、練
習後は本当に首や肩が凝り、毎日のス
トレッチは欠かせません。
　二つ目の違いは「情報保障」です。
デフ卓球では、ベンチに手話通訳を帯
同させる事が認められています。とい
うのも、コーチや監督が選手に指示を
伝えるタイムは 1 分しかありません
が、コーチや監督が聞こえる人であれ
ば、手話はできないからです。以上が
デフ卓球の特徴となります。

て所属しています。これまで私たち 3
人は、デフアスリートとして、共生社
会の実現に向けた活動をさせていただ
いてきました。
　働き方としては、三種類の選択肢が
あります。一つ目は月 1 日出社、二
つ目は週 2 ～ 3 日の出社でそれ以外
の日は活動日に当てる、三つ目は週 5
日間フルタイム出社、というものです。
私は週 2 ～ 3 日出社し、ほかの日は
練習する形を取っています。出社する
日は 8 時 45 分に働き始め、午後 2 時
に業務を終え、2 時から就業時間終了
までは活動時間として使う事ができる
ので、マッサージやパーソナルトレー
ニング、卓球の練習など、様々な活動
に利用しています。休日はデフの代表
合宿、チームでの活動、練習や練習試
合、そして今回のように講演やイベン
トの依頼があれば登壇させていただく
事もあります。
　私がデフ卓球に関わる以前、まず卓
球を始めたきっかけをお話しします。
親が卓球をやっていたので、3 歳上の
兄と一緒に卓球を始めました。卓球に
のめり込んだ理由は、バレーボールや

大好きです。
　デフリンピックには、これまで 5
大会連続で出場をしてきました。メダ
ルの獲得数は合計で 9 個という結果
を残しています。（参加者が手話を使っ
て拍手をする）
　ありがとうございます。見て分かる
拍手を送っていただけると、私たちも
とても嬉しいです。私はまた、デフリ
ンピックのポスターのモデルもさせて
いただきました。私自身、そのポス
ターは一部に飾られる程度だと思って
いたのですが、電車の中や様々な施設
など、気付けば東京中のたくさんの場
所に貼っていただいていました。デフ
リンピックを少しでも広める事に貢献
できた、と個人的には思っています。

「音の無い卓球」の
特徴とは？

　次に、私が所属している会社につ
いてお伝えします。私のほかに 2 人、
デフバレーの長谷山優美選手と、松元
選手と同じデフサッカーをしている古
島啓太選手がパラアスリート雇用とし

ルという手話を使った応援が見られま
した。これは今後の共生社会につなが
る部分かもしれない、と思っていま
す。日本代表の試合で実際に旗を振っ
ている応援団の方々も来てくださいま
した。その中でコールリーダーと呼ば
れる、応援を主導する方も来場し、試
合を重ねるにつれて、手話の応援と声
の応援を共に作り上げていく新しい応
援スタイルが生まれました。これもデ
フリンピックがもたらした良い影響だ
と思います。
　最後に、今後の夢についてお話しし
ます。一つは選手として、今回のデフ
リンピックでは銀メダルでしたが、次
は世界一を成し遂げたいです。もう一
つは、今より更に良い共生社会を作っ
ていきたい、という事です。本日のよ
うな講演活動も行いつつ、我々の活動
がより良い社会の実現に貢献できる事
を、これからも追い求めていきたいで
す。

ア大会に日本代表として初参加したと
きには、練習場を借りるお金を節約す
るために、ホテル近くのコンクリート
の上で練習しました。この時は、ユニ
フォームもバラバラで、とりあえず青
色のウェアで揃えました。この後、少
しずつ状況が変わり、2023 年からは
我々デフサッカーの選手も、日本サッ
カー協会と同じ代表ユニフォームを着
用するようになりました。まだ足りな
い部分はあるものの、日本サッカー協
会から練習着を含めて支給いただくな
ど、本当にいろいろな方々のおかげで、
少しずつ環境が改善しつつある段階に
入ってきています。
　そうした中で昨年、日本においてデ
フリンピックが開催されました。基本
的な大会会場は東京でしたが、我々
サッカーの試合は福島県で開催されま
した。少し距離があるにも関わらず、
現地にはたくさんの方が応援に来てく
ださいました。会場では、今までにな
かった新しい光景として、サインエー

補聴器を付けた私を見かけて学校に問
合せをしたのです。そこでいきなり「日
本代表に入ってほしい」と言われたの
が、デフサッカーを始めたきっかけと
なりました。

手話と声での応援が
大きな力に

　その後日本代表となり、今年で 20
年目を迎え、キャプテンもさせていた
だいています。日本代表と言えば、皆
さんは華やかな世界をイメージされる
と思いますが、実態はかなり違います。
デフリンピックの認知度が低いがゆえ
にいろいろな影響があり、分かりやす
い例えでは、まずお金の問題がありま
す。国際大会によって変わるものの、
年間 80 万円から 100 万円程度の大
会参加費用は自己負担となります。ま
た、プロサッカー選手ではないため、
練習環境を探すのも大変です。17 年
前、タイのバンコクで開催されたアジ
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デフ卓球選手／
東京 2025 デフリンピック

日本代表

亀澤 理穂

　皆さんに自己紹介をする前に、まず
一つ覚えていただきたい手話がありま
す。私たちは拍手の音が聞こえません。
代わりに手話で拍手をします。そのや
り方を示しますので覚えていただき、
今日この場だけではなく、今後も機会
があれば手話の拍手をしていただけれ
ば嬉しいです。
　私は現在、住友電設株式会社に勤め
ています。以前は化学メーカー関連の

仕事をしていましたが、子育てと仕事、
卓球、全てを両立するのはなかなか大
変な状況にあったため、パラアスリー
ト雇用という形で現在の会社に入社し
ました。
　聴覚障がいは感音性難聴で、両耳
ともに聞こえ方は 105 デシベルです。
105 デシベルと言ってもどれぐらい
聞こえないのか、皆さんはイメージし
にくいのではないかと思います。例を
挙げると、補聴器を付けた状態で後ろ
から救急車やパトカーが来た場合、サ
イレンの音というのは分かっても正確
に何のサイレンなのかは分からない、
という聞こえ方です。また、私は音楽
を聴く事が大好きですが、歌詞がなけ
れば何の歌を歌っているのか判断がで
きません。聞こえ方には、いろいろな

種類があります。例えば高い音や低い
音のどちらが聞こえにくい、聞こえや
すいというケースがあります。
　コミュニケーションの方法として
は、基本的に相手に合わせたやり方を
選択します。例えば、松元選手は今回、
話しながら手話を使っていました。私
自身、同じように声を出して話す事も
できますが、本日はディスプレイで文
字が表示されていたり、また手話通訳
も配置していただいているので、私は
手話通訳にお願いする形を取りまし
た。皆さんには、手話通訳という方法
もある事を理解していただけると嬉し
いです。
　競技としては、デフ卓球を行ってお
り、卓球歴は 20 年以上となります。
趣味はサウナ、そして旅行に行く事が

パネリスト❷
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ば伺います。
質問者　富山県障がい者スポーツ協会
の事務局に所属しています。質問では
なく、デフリンピックの魅力について
の意見です。私自身、障がい者スポー
ツの団体を預かっているのですが、高
齢者の皆さんは意外に語気荒く指導す
る事が多く、言われた人は非常に意気
消沈してしまう姿を何度も見ていま
す。そうした事を思うと、デフスポー
ツの言葉や情報の少なさは指導者に
とって逆にプラスになるのでは、と思
いました。大事な事は、情報をどのよ
うに伝えるかであって、興奮して話し
たところで相手には伝わりません。指
導者の資質向上のためにも、スポーツ
資格取得の際にアンガーマネジメント
の一環として、デフの講習を是非入れ
ていただきたいと思いました。
松元　私たちサッカー男子日本代表の
監督が、練習中や試合中に声ですぐに
伝達ができない環境に置かれて、「伝
え方」をすごく考えてくださいました。
ミーティングも、最初は口頭での説明
と簡単な資料だけでしたが、次の合宿
では伝えたい事全てを書いた資料を用
意していました。また、伝えたい事が
たくさんある中でも、冷静になって整
理をし、簡潔に伝える事ができるよう
になったと、大会終了後にメディアの
インタビューで答えていました。デフ
スポーツに接する事は、指導者にとっ
ても良い方向につながる可能性はある
と思います。

か良い案はありますか？
松元　今回はたまたまデフリンピック
ですが、オリンピックやパラリンピッ
ク、様々なマイナーなスポーツも含め、
定期的に皆さんへお知らせする場を継
続的に作っていく事が大事だと思いま
す。そこに皆さんにも参加していただ
き、自分ごととして捉え一緒に作り上
げていければ良いと思います。私たち
2 人にも、もっとお話ができる場所を
ください。お願いします。
亀澤　今回の大会が共生社会の実現の
ためになったのか、という問いに対し
て、私は共生社会の実現に「なるべき」
であると思っています。デフリンピッ
クが単なるイベントとして盛り上がっ
て終わるのではなく、デフリンピック
をスタートとして、今後は子供たちへ
の啓発活動も続けながら、デフスポー
ツの課題解決をしていき、良い環境を
作っていかなければならないと思って
います。もう一つ個人的な希望として
は、お正月などに放送される、オリパ
ラ選手などが出演するスポーツ関連の
番組に、デフスポーツ選手として出て
みたいです。私たちが特別なのではな
く、皆と同じ身近な存在である事を
知っていただける良い機会になると思
います。さらには、共生社会実現の一
歩につながっていくかもしれません。
是非、私たち 2 人をテレビに呼んで
ください。お願いします。
中島　是非実現してください。最後に
もうお 1 人、会場から御質問があれ

は「見る音」というシステムがありま
した。例えば、卓球台に当たった音が
文字になって映像に出てくるような仕
組みです。実際に面白かったという声
も聞かれましたし、そのような工夫が
ある事で聞こえる聞こえないに関係な
く、選手を一人の人として見て、その
競技を楽しめる事が非常に大切な事で
はないかと、今回のデフリンピックで
学びました。
松元　亀澤選手のエピソードを聞い
て、思い出した事があります。サッ
カー会場に近い大きな駅は福島県のい
わき駅で、選手の家族や観客の多くは
その駅周辺に宿泊しました。大会開始
当初は、飲食店などが聴覚障がい者へ
の対応の仕方が分からず、声を出して
注文を聞いたりしていたのですが、大
会後半になるとお店側が「注文はここ
に書いてください」とテーブルに紙を
置いたり、「ありがとう」という簡単
な手話を覚えてくださったりといった
変化が見られ、お互いが触れ合う事に
よって少しずつ理解が深まっていきま
した。
亀澤　デフリンピックに来ていた一般
聴者の観客の間で、「聴覚障がいへの
理解を深められるように私たちも頑張
りたい」との声がよく聞かれました。
一人一人は小さな一歩かもしれません
が、ここから大きな変化を期待できる
大会になったのかもしれない、と感じ
ました。
中島　今回のデフリンピックの盛り上
がりが一過性で終わらないために、何

中島　ありがとうございました。ここ
で会場からの御質問を受け付けます。
質問者　私は埼玉県パラスポーツ協会
に加入しており、研修会に参加した
り、パラ競技大会のスタッフなどにも
加わっていますが、なかなか人が集ま
らないという課題があります。どうす
れば人が集まるのか、ヒントがあれば
教えていいただけますか？
松元　デフサッカーも、地域によって
は指導者がほぼ不在の状態です。全国
のデフサッカーチームは合計で 8 チー
ム程度ですが、どこも専属の監督はい
ません。選手が兼任し、自分たちで練
習メニューを考えたり、選手を集めた
りしています。日本代表に関しても、
今回のデフリンピック開催で認知度が
非常に高まり、また日本サッカー協会
の協力体制も変化し、指導者は増えつ
つあるものの、まだまだ探す事自体が
大変です。プロの指導者を呼びたくと
も金銭的に余裕がない、かといってボ
ランティアではお願いしづらいところ
ですし、仮に来ていただいたとしても、
デフサッカーの特徴やコミュニケー
ション方法などをつかむ事ができない
ために、コミュニケーションのずれが
生じたり、選手のストレスが溜まって
しまう事もあります。指導者確保は大
きな課題の一つではありますが、様々
な事情でまだ確実な手法には行き着い
ていないのが現状です。
亀澤　私たちデフ卓球の場合も、専属
コーチを付ける金銭的余裕はない状況
にあります。多くの指導者に興味を
持ってもらうためにも、まずはデフ卓
球を広める事が課題だと思っていま
す。
中島　ここからは、「デフスポーツは
社会を変える力があるのか」をテーマ
に話を進めます。今回、東京でデフリ
ンピックが開催され、ボランティア

3,000 人、サポートスタッフ 700 人、
それ以外にも手話通訳、国際手話通訳
など多くの方が大会運営に携わってく
れました。競技会場に足を運んだ人も
28 万人と、当初東京都が見込んでい
た 10 万人の約 3 倍に至りました。本
部の置かれた国立オリンピック記念青
少年総合センターのデフリンピックス
クエアにも、5 万人以上の来場者があ
り、YouTube での競技動画も 320 万
回再生されました。これほど多くの人
が興味を持ってくれたという意味で
は、今回のデフリンピックが社会に刺
激を与えたと言っていいと思います。
お 2 人は選手としてデフリンピック
の魅力をどのように捉えていますか？
松元　まずは、知識がなくともパッと
見てすぐにルールが分かる事です。例
えばブラインドサッカーを見ると、小
さなコートでアイマスクをした選手が
5 人同士で戦うなど、ルールが異なる
部分も多いです。一方デフサッカーは、
見た目は普通のサッカーなので、見れ
ばシンプルに楽しむ事ができ、応援も
普段どおりにできるので参加型スポー
ツとして馴染みやすい、といった部分
は魅力だと思います。その上で、サイ
ンエールを含め、独特の応援を一緒に
作り上げていく事ができるのも良い部
分ではないでしょうか。
中島　サインエールは本当に盛り上が
りましたね。聞こえない人も聞こえる
人も一緒になって応援する事は、選手
にとっても非常に大きな力になったの
ではないですか。
松元　試合中は補聴器を外しているの
で、「オー！ニッポン！」が聞こえな
いのですが、サインエールで「ニッポ
ン！」「頑張れ！」が見えるので、自
分たちにとって本当に大きな力となり
ました。
亀澤　デフスポーツの魅力について、

個人的には二つあると思います。一つ
は情報保障、これがある事によって全
員が平等に戦えるのが良いところで
す。もう一つは選手同士のコミュニ
ケーション方法です。聞こえ方がそれ
ぞれに異なる選手が行うコミュニケー
ションは、アイコンタクトや表情、体
の動きなど本当に多様です。そういっ
た部分にも注目してもらえると、見る
側もより面白さが増すと思います。
中島　私から見れば、全く聞こえない
状況でスポーツをするのは本当にすご
い事です。それを理解してほしいと思
います。

デフスポーツがもたらす
可能性について

中島　本日一番のテーマである「デフ
リンピックは共生社会の実現のために
なったのか」について、ディスカッショ
ンをしていきます。お 2 人の意見を
聞かせてください。
松元　例えば、今日ここにある字幕の
情報保障や手話通訳の存在は、前もっ
てお願いしなければ準備はされませ
ん。私たちが何かの講演を聞きに行き
たいと思っても、情報保障がないから
行く事を諦めるのが普通です。これを
まず当たり前のレベルに持っていかな
ければならない、と思います。ですか
ら、当事者の率直な気持ちとしては、
共生社会の実現に向けてはまだまだ足
りていない部分が非常に多い、と感じ
ています。ただ、知ってもらうための
きっかけとして、デフリンピックの開
催は今後発展していくための非常に大
きな一歩になったと思います。
亀澤　デフリンピック本番の大会会場
には、日本語と英語の二つの字幕があ
り、技術がここまで発展しているのか
と驚きました。また、卓球の会場に
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コーディネーターのまとめ
　全ての人にとって、デフスポーツは
コミュニケーション能力を高めるため
にも非常に意義のあるスポーツだと思
います。デフスポーツもパラスポーツ
も同じスポーツです。聴覚障がい者と
関わる事によって、スポーツを通じて
共生社会の実現がきっともっとできる
はずです。昨年のデフリンピックはそ

のきっかけになったと、私も選手たち
も思っています。是非、本日御参加の
皆さんには、聴覚障がいというものを
理解していただき、またデフスポーツ
を通じて工夫をすれば誰もが同じス
ポーツを楽しめることを知ってくださ
い。それが今回の最終到達点となりま
す。

聞こえないの壁を超える！
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スナップ

オープニング 分科会

全体会

スナップ
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参加者内訳

団体種別内訳 人数 ％

地方公共団体 52 17.5

スポーツ・レクリエーション団体 61 20.5

スポーツ産業関係 47 15.8

学校関係者等 11 3.7

大学生・大学院生 21 7.1

スポーツ推進委員関係 1 0.3

総合型地域スポーツクラブ 1 0.3

障がい者スポーツ関係者 38 12.8

医療・介護関係 17 5.7

その他 48 16.2

合計 297 100.0

関係者 141 -

総計 438 -

都道府県別内訳 人数 %
北海道 1 1 0.3
青森県 2

36 12.1

岩手県 3
宮城県 6
秋田県 6
山形県 10
福島県 9
茨城県 12

151 50.8

栃木県 60
群馬県 0
埼玉県 15
千葉県 3
東京都 55

神奈川県 6
新潟県 8

42 14.1

富山県 8
石川県 0
福井県 2
山梨県 6
長野県 5
岐阜県 2
静岡県 6
愛知県 5
三重県 5

20 6.7

滋賀県 0
京都府 3
大阪府 4
兵庫県 6
奈良県 1

和歌山県 1
鳥取県 3

12 4.0
島根県 0
岡山県 3
広島県 5
山口県 1
徳島県 4

22 7.4
香川県 12
愛媛県 5
高知県 1
福岡県 1

13 4.4

佐賀県 2
長崎県 0
熊本県 4
大分県 1
宮崎県 3

鹿児島県 2
沖縄県 0
合計 297 297 100.0

参加者内訳

展示ブース

スナップ
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アンケート結果

アンケート結果　アンケート回収率　68.0%　回答者　202 名／ 297 名

1. 年齢

5. 情報入手先

2. 保有免許・資格・身分

4. 活動分野

7. 参加目的について

3. 勤務地・活動場所

6. 参加回数について

9. 第 1分科会の感想　回答人数  46

10. 第 2 分科会の感想　回答人数  131 11. 第 3 分科会の感想　回答人数  95 12. 第 4 分科会の感想　回答人数  75

13.2 部制について 14. 展示について 15. 資料集について

16. 全体の満足度8. 全体会の感想　回答人数  197

0 20 40 60 80 100

20 歳代 4.5%無回答 0.5%
70 歳以上 15.3%

30 歳代 11.4%

40 歳代 12.9%

50 歳代 24.3%

60 歳代
31.2%

20 歳代 9 4.5
30 歳代 23 11.4
40 歳代 26 12.9
50 歳代 49 24.3
60 歳代 63 31.2
70 歳以上 31 15.3
無回答 1 0.5
合計 202 100.0

項目 人数 ％

地方公共団体
からの情報提供

20.8%

SNS1.0%
口コミ2.0%
その他5.9%
無回答0.5% スポーツ庁からの

開催案内通知29.2%

スポーツ庁HP
10.9%

全国会議HP
5.4%

実行委員会組織団体からの情報提供
（機関誌・DM・メルマガ等）19.3%

実行委員会組織
団体HP5.0%

❶日本スポーツ協会公認指導者資格 96 47.5
❷日本レクリエーション協会公認指導者資格 15 7.4
❸日本スポーツ施設協会公認資格 34 16.8
❹スポーツ推進委員 38 18.8
❺日本パラスポーツ協会公認障がい者スポーツ指導者資格 44 21.8
❻健康運動指導士・健康運動実践指導者 17 8.4
❼医療・介護・福祉関係資格 15 7.4
❽教員免許 40 19.8
❾その他 3 1.5
10持っていない 30 14.9
11無回答 2 1.0

項目 人数 ％

スポーツ庁からの開催案内通知 59 29.2
スポーツ庁HP 22 10.9
全国会議HP 11 5.4
実行委員会組織団体からの情報提供（機関誌・DM・メルマガ等） 39 19.3
実行委員会組織団体HP 10 5.0
地方公共団体からの情報提供 42 20.8
SNS 2 1.0
口コミ 4 2.0
その他 12 5.9
無回答 1 0.5
合計 202 100.0

項目 人数 ％

北海道・東北地方
12.9%

栃木県 18.3%
九州・沖縄地方

2.5%

関東・甲信地方
（栃木県以外）
35.1%

中国・四国地方
12.4%

東海・北陸地方
12.9%近畿地方 5.9%

北海道・東北地方 26 12.9
関東・甲信地方（栃木県以外） 71 35.1
東海・北陸地方 26 12.9
近畿地方 12 5.9
中国・四国地方 25 12.4
九州・沖縄地方 5 2.5
栃木県 37 18.3
合計 202 100.0

項目 人数 ％

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11

96人
15人

34人
38人
44人

17人
15人

40人
3人

30人
2人

0 20 40 60 80 100

❶地方公共団体 50 24.8
❷スポーツ・レクリエーション指導者・団体 90 44.6
❸パラスポーツ指導者・団体 41 20.3
❹健康づくり指導者・団体 15 7.4
❺総合型地域スポーツクラブ 49 24.3
❻スポーツ・健康産業関係 19 9.4
❼医療・介護・福祉関係 15 7.4
❽学校関係 17 8.4
❾大学生・大学院生 1 0.5
10その他 9 4.5
11無回答 7 3.5

項目 人数 ％

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11

50人
90人

41人
15人

49人
19人
15人
17人

1人
9人
7人

0 30 60 90 120 150

❶国の動向を知りたいから 102 50.5
❷最新の情報を知りたいから 148 73.3
❸普段接しない他分野の動向を知りたいから 47 23.3
❹自分の課題における解決策が欲しいから 65 32.2
❺仲間と交流したいから 13 6.4
❻普段と違う人脈を得られるから 15 7.4
❼資格更新のため 83 41.1
❽その他 3 1.5
❾無回答 2 1.0

項目 人数 ％

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾

102人
148人

47人
65人

13人
15人

83人
3人
2人

初めて53.0%

2 ～ 5回目
35.1%

6 ～ 15回目
9.4%

16回以上1.5%

無回答1.0%

初めて 107 53.0
2 ～ 5 回目 71 35.1
6 ～ 15 回目 19 9.4
16 回以上 3 1.5
無回答 2 1.0
合計 202 100.0

項目 人数 ％

大変良かった 27 58.7
良かった 14 30.4
普通 4 8.7
良くなかった 1 2.2
全く良くなかった 0 0.0
合計 46 100.0

項目 人数 ％

大変良かった
37.1%

良くなかった
2.0%

普通
11.7%

良かった
49.2%

大変良かった 73 37.1
良かった 97 49.2
普通 23 11.7
良くなかった 4 2.0
全く良くなかった 0 0.0
合計 197 100.0

項目 人数 ％

大変良かった
58.7%

良くなかった
2.2%

普通
8.7%

良かった
30.4%

大変良かった 40 30.5
良かった 76 58.0
普通 13 9.9
良くなかった 2 1.5
全く良くなかった 0 0.0
合計 131 100.0

項目 人数 ％

大変良かった
30.5%

良くなかった
1.5%

普通
9.9%

良かった
58.0%

大変良かった 21 22.1
良かった 54 56.8
普通 20 21.1
良くなかった 0 0.0
全く良くなかった 0 0.0
合計 95 100.0

項目 人数 ％

大変良かった
22.1%

普通
21.1%

良かった
56.8%

大変良かった 56 74.7
良かった 16 21.3
普通 3 4.0
良くなかった 0 0.0
全く良くなかった 0 0.0
合計 75 100.0

項目 人数 ％

大変良かった
74.7%

普通
4.0%

良かった
21.3%

大変良かった 74 36.6
良かった 96 47.5
どちらでもよい 18 8.9
良くなかった 5 2.5
全く良くなかった 1 0.5
無回答 8 4.0
合計 202 100.0

項目 人数 ％

大変良かった
36.6%

良くなかった
2.5%

全く良くなかった
0.5%

無回答4.0%

どちらでもよい
8.9%

良かった
47.5%

大変参考になった 25 12.4
参考になった 116 57.4
どちらともいえない 49 24.3
あまり参考にならなかった 6 3.0
参考にならなかった 0 0.0
無回答 6 3.0
合計 202 100.0

項目 人数 ％

大変参考になった
12.4%

参考になった
57.4%

無回答3.0%

あまり参考に
ならなかった

3.0%

どちらとも
いえない
24.3%

大変参考になった 35 17.3
参考になった 140 69.3
どちらともいえない 21 10.4
あまり参考にならなかった 0 0.0
参考にならなかった 1 0.5
無回答 5 2.5
合計 202 100.0

項目 人数 ％

大変参考になった
17.3%

参考になった
69.3%

どちらとも
いえない
10.4%

参考に
ならなかった

0.5%

無回答2.5%

大変満足した 47 23.3
満足した 135 66.8
どちらともいえない 12 5.9
あまり満足しなかった 0 0.0
満足しなかった 0 0.0
無回答 8 4.0
合計 202 100.0

項目 人数 ％

大変満足した
23.3%

満足した
66.8%

どちらとも
いえない
5.9%

無回答4.0%
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意見・感想等抜粋

●これからのクラブ運営や方向性につい
て、大変参考になるお話を聞くことが
できてよかったです。今後も機会があ
れば、ぜひ参加したいと思いました。

●スポーツが持つ多面的な価値と可能性
をあらためて認識する機会となりまし
た。連携・協働の重要性や、誰もが参
加できるインクルーシブな環境づくり
の必要性を強く感じました。今回の学
びを今後の実践につなげていきたいと
思います。

●様々なお話を聞けて良かった。スポー
ツを通しての考え方に多様性があり、
パネラーの方々の意見も面白く満足で
きる会であった。

● 4 年連続で参加しているがいつも新
しい発見がある。

●子供から高齢者までそれぞれのライ
フステージに応じたスポーツの在り方
について多くの学びを得ました。地域
や学校スポーツ団体が連携し、無理な
く継続できる環境づくりの重要性にも
あらためて気づかされたり、地域のコ
ミュニティの活性化などにももっと目
を向けたりしていかなければならない
と思いました。今回のことを通して今
後の現場や指導等にも生かして行きた
いと思いました。

●遠方から参加をしました。新しい情報
がこれからの活動に力となるものでし
た。ありがとうございました。

●具体的なテーマでしたので、自分事
に置き換えて聞くことができ、振り返
りができるテーマでありがたかったで
す。

●生涯スポーツの重要性をあらためて認
識する機会となりました。各地域の具
体的な取組事例が大変参考になり、今
後の活動に生かしていきたいと感じま
した。スポーツが健康づくりのみなら
ず、地域活性化や世代間交流にも寄与
することを再認識でき、有意義な会議
でした。

と認識しました。
●デフスポーツについて触れる機会も少

なく、あまり知識がなかったが、今回
選手から話を聞いて、聴覚障害につい
ても理解を深めることができた。今後
はパラスポーツ同様デフスポーツにつ
いても関心を持ちアンテナを立ててい
ければと感じた。

●耳が聞こえないということについて、
とても良く理解できました。スポーツ
はもちろん、生活についても不便なこ
とがたくさんあるなか、勇気を持って
いろいろなことにチャレンジしようと
するお 2 人を心から応援したいと思
いました。デフリンピック！私も応援
したい！と思いました。

●デフアスリートの体験談を通じて、ス
ポーツが持つ可能性の広がりを深く考
える機会となりました。コミュニケー
ションの工夫や周囲の理解があれば、
誰もが主体的にスポーツに参加できる
ことを学びました。インクルーシブな
環境づくりの重要性をあらためて認識
し、今後の活動に生かしていきたいと
感じました。

●デフリンピックレガシーを考えるきっ
かけになった。

●今現在手話勉強中、なかなか難しく会
話まではできませんが、亀澤選手の美
しい指での手話に魅了されました。テ
レビでお 2 人を観れる日を楽しみに
しています。

全体の満足度

●たくさんの詳細な資料をご用意くださ
り誠にありがとうございます。本日の
先生方のお話を思い出し資料を見直し
たいと思います。

●スポーツ界が抱える課題に対する現在
の取組とこれからやっていかなければ
いけない取組の方向性が良く理解でき
た。

●国を動かしているトップの方々と繋
がることができるとてもよい機会だっ
た。地元に持ち帰り何か新しいものを
作る時のヒントにしたい。

延ばす努力を自らはもちろん、地域社
会で取り組む必要性を切実に感じまし
た。

●貯筋運動普及についての各総合型地域
スポーツクラブの事例紹介等が、大変
参考になりました。高齢化が進む我が
町でもぜひ取り入れて行きたいと思い
ました。研修会にも参加してみたいと
思いました。

●ふだんのくらしでしあわせに　ふく
し・・響きました。貯筋運動の必要性
と共に各 NPO の活動の取組に感動し
ました。地方の力強さに日本の良さを
見つけました。

●貯筋運動というプログラムがあること
を初めて知りましたが、高齢化社会が
進む世の中において大変需要があるプ
ログラムと感じました。年齢や体力に
関係なく無理なく手軽に続けられる運
動で、将来の健康への意識が高まりま
した。続けることが生活の質を維持し
たり、向上させたりすることができ、
いいと思いました。

●地域展開している実績を伺い、所属ク
ラブでも展開可能か検討できる取組で
ありヒントをいただいた。

●介護予防に取り組んでいる自治体とク
ラブの思いを、生の声を聞いて感じる
ことができた。

第 4分科会

●各競技団体はデフスポーツ（アスリー
トも含め）に対して予算を確保し、支
援すべきではないか。日本人として共
生社会を実現したい。

●中島先生も松元選手も亀澤選手も素
敵な方たちでした。共生社会、誰もが
well-being な社会になるようスポーツ
を通して実現していきましょう！

● デ フ リ ン ピ ッ ク に つ い て、 今 年 度
ニュースなどで知りました。様々な御
苦労をお聞きし、認知度が高まりつつ
あるので、多くの方や企業にも浸透
してもらいたいと思いました。自分自
身も共生社会と言われますが、もっと
様々な個性を理解していく必要がある

全体会

●スポーツ基本計画作成の核となる方々
が講師であるので大変良い全体会でし
た。そのような中央の話（内容）を地
域、個人のものとするためどのように
降ろしていくかが大きな課題と感じま
した。考え方、感じ方のレベルの差が
地域、個人にあっても、それぞれがス
ポーツに参画していく機会をもってい
くことが重要だと思いました。

●河合スポーツ庁長官のお話を直接聞く
ことができて大変有意義でした。

●情熱のある方々の講話を聞き、良い刺
激をもらった。向上心を大切にして、
新しいことを知り、計画して実行する
力を養っていきたい。

●貴重な情報や、地域の共通課題につい
て、解決方法等について、参考になる
お話を聞くことができました。

●スポーツ基本計画策定の中心にいる
方々の御意見を直に聞くことができる
貴重な機会であった。スポーツ施策を
実行していく立場にあるので、国の方
針を理解しつつ事業展開していきた
い。

●スポーツ基本計画等、現在のスポーツ
界の動向をスポーツ庁から、そして学
術的な面から聞くことができ大変有意
義でした。

●スポーツで今後どんな社会を創生して
いくのか、いくつかの課題が提案され
たと思います。スポーツを通して明る
い未来が訪れることを願っています。

●老若男女すべての人々のスポーツへの
参加、参画の仕方、必要性をあらため
て学ぶことができ、子供たちの未来へ
の道筋を感じました。

●時代や社会の変化等に順応しつつ、ス
ポーツを通して社会課題の解決につな
げるためにできる取組を積極的にして
いこうと思いました。

第 1分科会

●「女子柔道・全柔連の取組」として、
松田先生の講話が分かりやすかった。

また、松永先生や小林さんのフォロー
も大変良かった。

●女性だけではなく会社のガバナンスの
考え方の参考となりました。

●具体的に、女性活躍に向けてどんなこ
とをしているかを学ぶことができて、
勉強になりました。また、各施策を実
施する際に、何のためにやるのかとい
う目的が、わかりやすい表現で言語化
されているというところを、私の現場
でも取り入れて行きたいと感じまし
た。

●スポーツの会社を起業します。とても
参考になりました。

●女性にスポットを当ててはいたもの
の、組織改革、または組織の改善を進
める上で大変有益な時間となった。多
様な意見を吸い上げ、持続的な改善を
進めていくことは組織にとって重要で
ある。その点で、取り組むべき方向性
のヒントを得られた。

●まさに、今年度初めてある組織の女性
理事に選出されたタイミングだったた
め、自分の求められていること、異物、
としてより良い組織作りに貢献したい
と思いました。

●積極的な行動が大切であると再認識で
きた。これからの活動にプラスになる
講演であった。

●ガバナンスコードの数値目標について
は知見が無かったので大変勉強になっ
た。

●明確なゴールを目指し活動されている
女性がいらっしゃることを嬉しく思い
ました。男女の壁はまだまだ高いです
が、私も含め前進あるのみ！と思いま
した。

第 2分科会

●地域の具体的な話、学術的な解説とい
うわかりやすい形式になっていた。矢
板市の取組が全国の自治体の目安にな
ると思う。

●部活動の地域社会展開の先進的な取組
を知ることができてよかった。森島市
長の推進する取組が素晴らしく、その

理念を聞けてスポーツの未来の明るさ
を感じることができた。

●市教育委員会として課題に感じている
組織運営、コーディネートについてヒ
ントが得られました。

●官民連携とは言いつつも連携すること
が難しいことをあらためて感じるとと
もに、連携するためにはコーディネー
トが大事ではあるが、実際に携わる者
同士で対話して方向性を決めることも
大切であると感じた。

●「再認識されるスポーツの価値」の実
現には、スポーツに関わる関係者それ
ぞれが役割を明確にし、相互に連携・
協働していくことが不可欠であると感
じました。特に、地域に根ざした立場
が、行政や学校、関係団体をつなぐ重
要な役割を担っていることをあらため
て認識しました。今後は横のつながり
をさらに強化し、地域全体でスポーツ
の価値を高めていく取組が必要である
と感じました。

●一朝一夕にはいかない連携を、じっく
りと話しあいを重ね、段階を踏んで実
現化をあきらめないことが大事である
と感じました。

●行政の視点など各方面の取組について
丁寧に情報をいただいたと思います。
どの機関においても一歩ずつ対話を
持って取り組んでいくとこがあらため
て大切だと思いました。

●地域スポーツの連携については、県内
の至る所で課題になっているため、参
考になった。

第 3分科会

●高齢化という日本社会が直面している
問題に関して、スポーツ界としてどの
ような取組ができるか理解できた。

●今の日本、今後の日本にとって重要な
内容だった。いつまでも元気で歩ける
ようにスポーツを通じて健康を維持し
たい。

●パネリストさん３団体のお話は、こ
れからの高齢化日本にとって希望の光
が見えた気がいたします。健康寿命を

意見・感想等抜粋



■協賛企業・団体

■発行

■生涯スポーツ・体力つくり全国会議に関するお問い合わせは

スポーツ庁
生涯スポーツ・体力つくり全国会議実行委員会
　公益財団法人日本スポーツ協会

　公益財団法人日本レクリエーション協会

　公益財団法人日本スポーツ施設協会

　公益財団法人スポーツ安全協会

　公益社団法人全国スポーツ推進委員連合

　公益社団法人日本スポーツ・健康産業推進協会

　公益財団法人日本パラスポーツ協会

　公益財団法人健康・体力づくり事業財団

　栃木県

スポーツ庁健康スポーツ課健康・体力つくり係
TEL.03-5253-4111（内線 2998）

公益財団法人日本スポーツ協会スポーツプロモーション部プロモーション課（実行委員会事務局）
TEL.03-6910-5810


